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令和５年 第１回松田町議会定例会 会議録 （第３日目） 

 

                       令和５年３月６日 午前９時００分 開議 

１．出席議員 １０人 
 

 

  ── 
 

 

 ────── 
 

 

  ２ 番 
 

 

 古 谷 星工人 
 

 

  ３ 番 
 

 

 内 田   晃 
 

 

  ４ 番 
 

 

 平 野 由里子 
 

 

  ５ 番 
 

 

 田 代   実 
 

 

  ６ 番 
 

 

 井 上 栄 一 
 

 

  ７ 番 
 

 

 南 雲 まさ子 
 

 

  ８ 番 
 

 

 中 野   博 
 

 

  ９ 番 
 

 

 飯 田   一 
 

 

 １ ０ 番 
 

 

 齋 藤   永 
 

 

 １ １ 番 
 

 

 寺 嶋   正 
 

 

 ─── 
 

 

 ────── 
 

 
 
２．欠席議員  ２人 

 
 

  １ 番 
 

 

 唐 澤 一 代 
 

 

 １ ２ 番 
 

 

 大 舘 秀 孝 
 

 
 
３．説明のための出席者 １４人 
 

 

 町       長 
 

 

  本 山 博 幸 
 

 

 副 町 長 
 

 

  田 代 浩 一 
 

 

 
 教 育 長 
 
 

 

 
  浄 泉 和 幸 
 
 

 

 会 計 管 理 者 
 
 兼 出 納 室 長 
 

 

 
  依 田 貞 彦 
 
 

 

 参事兼政策推進課長 
 

 

  鈴 木 英 幸 
 

 

 総 務 課 長  
 

 

  早 野 政 弘 
 

 

 税 務 課 長  
 

 

  山 岸 裕 子 
 

 

 町 民 課 長  
 

 

  川 本 博 孝 
 

 

 福 祉 課 長  
 

 

  椎 野 晃 一 
 

 

 子 育 て 健 康 課 長  
 

 

  石 渡 由美子 
 

 

 観 光 経 済 課 長 
 

 

  柳 澤 一 郎 
 

 

 参事兼まちづくり課長 
 

 

  高 橋 英 雄 
 

 

 環境上下水道課長 
 

 

  渋 谷 好 人 
 

 

 教 育 課 長  
 

 

  遠 藤 洋 一 
 

 
 
４．出席した議会事務局書記 ２人 
 

 

 事 務 局 長 
 

 

  石 井 友 子 
 

 

 書      記 
 

 

  島   秀 明 
 

 
 

５．議事日程 
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 日程第 １  議案第 10 号 令和４年度松田町一般会計補正予算（第９号） 

 日程第 ２  議案第 11 号 令和４年度松田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第 ３  議案第 12 号 令和４年度松田町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第３

号） 

追加日程第１ 議会運営委員会報告 

追加日程第２ 議案第 23 号 令和４年度松田町一般会計補正予算（第10号） 

日程第 ４   議案第 13 号 令和５年度松田町一般会計予算 

 

６．議会の状況 

議      長  皆さん、おはようございます。松田町議会定例会本会議３日目を迎え、議員

各位には定刻までに御参集いただき、御苦労さまです。 

 報告いたします。唐澤、大舘両議員におかれましては、体調不良のため、本

定例会を欠席いたしますので、御承知おき願います。 

 それでは、ただいまの出席議員は議員定数12名中10名です。よって、地方自

治法第113条の規定による定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を

開きます。                        （９時00分） 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

議      長  日程第１「議案第10号令和４年度松田町一般会計補正予算（第９号）」につ

いて、町長の提案説明を求めます。 

町      長  皆様おはようございます。本日の定例会もよろしくお願いいたします。 

 議案第10号令和４年度松田町一般会計補正予算（第９号）。 

令和４年度松田町一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ２億7,912万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

59億5,893万2,000円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正）第２条、繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費
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補正」による。 

 （地方債の補正）第３条、地方債の変更及び廃止は、「第３表 地方債補正」

による。 

 令和５年３月２日提出、松田町長 本山博幸。 

 よろしくお願いいたします。 

議      長  町長の提案説明が終わりました。担当課長の細部説明を求めます。 

参事兼政策推進課長  それでは、議案第10号令和４年度松田町一般会計補正予算（第９号）につい

て御説明をさせていただきます。 

 この補正第９号につきましては、歳入では交付税の増額や国や県等の補助金

等を活用した事業の実績などによる歳入の減額、コロナ関連事業への地方創生

臨時交付金の追加充当、また町債についても各種事業での進捗状況を踏まえた

減額となっております。歳出につきましても、事業等の進捗状況と実績見込み

などによる減額に対し、財政調整基金への積み立て１億円や障害福祉サービス

等給付費の増額などによる補正となっております。 

 初めに、４ページをお開きください。第２表繰越明許費の補正でございます。

１つ目の款、衛生費、項、保健衛生費、事業名、出産・子育て応援事業につき

ましては、出産・子育て関連システムの導入について、国の補正予算に伴い、

実質令和５年度事業となるため、国との調整も整いましたので、100％補助事

業として165万円を令和５年度に繰り越して使用するための補正となります。 

 次に、款、衛生費、項、保健衛生費、事業名、新型コロナウイルスワクチン

接種に要する経費として、金額145万7,000円を令和５年度に繰り越すための補

正でございます。令和４年度末時点の残務事務処理等に伴う国からの通達等に

より調整が整いましたので、令和５年度に繰り越して使用する補正を計上いた

しました。 

 続きまして、第３表、地方債補正の変更になります。起債の目的については、

防災施設等整備事業、補正前8,480万円、補正後限度額は980万円となります。

こちらにつきましては、小田原市消防松田分署土地購入事業の進捗状況に伴い、

当初予定よりですね、時間を要し、年度内の執行ができないため、地方債をこ
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こで7,500万円減額補正するものでございます。 

 次に、地方債の廃止でございます。起債の目的につきましては、交通安全施

設等整備事業。こちらは限度額１億1,900万円で、これはですね、新松田駅南

口駅前広場整備事業の進捗状況により、起債を本年度廃止にするものでござい

ます。 

 それでは、10ページ、11ページ、事項別明細書の２、歳入から説明をさせて

いただきます。初めに、款、項、目、地方交付税の説明欄、普通交付税でござ

います。国税分の増額等に伴い、市町村に交付額が再算定され、地方交付税増

額再配分を含む総額12億433万1,000円が決定額となりましたので、ここで6,42

1万3,000円を増額補正するものでございます。 

 続きまして、款、分担金及び負担金の目、民生費負担金、説明欄、保育所運

営費負担金、現年度分318万円につきましては、小規模保育施設や民間保育所

等の利用実績に伴い、ここで減額補正するものでございます。また、節、児童

福祉費負担金につきましては、説明欄、学童保育事業の実績に伴い、158万4,0

00円を減額補正するものでございます。 

 続きまして、款、国庫支出金、項、国庫負担金、目、民生費国庫負担金、説

明欄、障害者自立支援給付費等負担金につきましては、サービス給付費の実績

見込みにより1,399万9,000円を増額補正するものでございます。障害者自立支

援医療費負担金につきましては、実績見込みにより71万8,000円の増額補正、

障害児施設給付費等負担金につきましては、135万5,000円の減額補正でござい

ます。こちらについては２分の１の補助事業となります。 

 次に、節、児童福祉費国庫負担金の説明欄、子どものための教育・保育給付

費国庫負担金につきましては、保育給付費の実績により、ここで267万1,000円

を減額補正するものでございます。こちらも２分の１の補助事業となります。 

 続きまして、節、保険基盤安定負担金、説明欄、国民健康保険保険基盤安定

負担金の保険者支援分の実績に伴い、ここで47万8,000円を減額補正するもの

でございます。 

 続きまして、節、児童手当国庫負担金、説明欄、児童手当国庫負担金につき
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ましては、765万円を実績に伴い減額補正するものでございます。こちらにつ

きましては、３分の２の補助事業となります。 

 続きまして、目、衛生費国庫負担金、節、保健衛生費国庫負担金、説明欄、

新型コロナウイルスワクチン接種対策負担金につきましては、利用実績により

750万円の減額補正となります。 

 次に、項、国庫補助金、目、総務費国庫補助金、節、企画費国庫補助金、説

明欄、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金といたしまして、4,

214万9,000円を当初予算ほかのコロナ対策事業に財源補正するためのものでご

ざいます。充当事業につきましては、商品券発行事業や高齢者等移動手段確保

補助事業などに伴う全部で事業数16の事業に充当をしておるところでございま

す。 

 目、民生費国庫補助金、節、障害者福祉費国庫補助金、説明欄、地域生活支

援事業費補助金では、実績見込みにより８万6,000円を増額補正するものでご

ざいます。 

 続きまして、目、民生費国庫補助金、節、児童福祉費国庫補助金、説明欄、

保育対策総合支援事業費補助金では、３歳児受入れ連携支援事業費として、こ

ちらも実績により227万4,000円の減額補正となります。こちらは２分の１の補

助事業となります。 

 続きまして、目、衛生費国庫補助金、節、保健衛生費国庫補助金、説明欄、

新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業補助金につきましては、実績に

伴い、ここで2,350万円を減額補正するものでございます。 

 続きまして、目、衛生費国庫補助金、説明欄、出産・子育て応援国庫交付金

につきましては、福祉相談支援システム導入費の事務費分、10分の10の補助事

業で、165万円を増額補正するものでございます。 

 続きまして、節、土木費国庫補助金では、社会資本整備総合交付金のですね、

道路橋梁関連では、松田庶子線（酒匂川左岸道路）改良事業費の確定及び新松

田駅南口駅前広場整備事業（町道５号線）の進捗状況に伴い、ここで3,290万

円を減額補正するものでございます。 



6 

 

 次に、12、13ページになります。節、土木費国庫補助金の説明欄、住宅関連

につきましては、勤労者住宅資金利子補助事業に伴う実績見込みにより、112

万5,000円を減額補正するものでございます。 

 次に、節、土木費国庫補助金の道路メンテナンス事業補助金につきましては、

橋梁定期点検事業費の確定及び集約都市形成支援事業での立地適正化計画改定

業務委託費の確定に伴う減額補正となります。 

 次に、目、教育費国庫補助金、節、中学校費国庫補助金では、送迎用のバス

安全装置に伴う学校安全特別事業費補助金８万8,000円、幼稚園費国庫補助金

につきましては、同装置に伴う補助金35万円の増額補正となります。 

 続いて、県支出金、県補助金、民生費補助金、説明欄では障害者自立支援給

付費等負担金については、給付費等の実績により699万9,000円を増額補正する

ものでございます。障害者自立支援医療費負担金につきましては、こちらも実

績見込みにより35万9,000円の増額補正。障害児施設給付費等負担金について

は67万7,000円の減額補正となります。 

 次に節、児童福祉費負担金、説明欄、子どものための教育・保育給付費負担

金につきましては、保育給付費の実績により102万2,000円を減額補正するもの

でございます。こちらは６分の１の補助事業となります。 

 続きまして、節、保険基盤安定負担金につきましては、実績に伴い、ここで

139万円を減額補正するものでございます。 

 続きまして、節、児童手当負担金につきましては、実績に伴い159万4,000円

をここで減額補正するものでございます。 

 続きまして、目、民生費補助金、節、障害者福祉費補助金、説明欄、地域生

活支援事業費補助金では、実績見込みにより４万2,000円の増額補正でござい

ます。 

 市町村障害者福祉事業推進補助金につきましても、実績見込みにより41万6,

000円の増額補正となります。 

 次に、節、児童福祉費補助金、説明欄、小児医療費助成事業補助金につきま

しては、受診等の実績に伴い121万8,000円の減額補正となります。２分の１の
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補助事業となります。 

 説明欄、短時間保育士雇上事業費補助金では、51万円を実績に伴い減額補正

するものでございます。 

 続きまして、款、県支出金、項、県補助金、目、衛生費補助金、節、水源環

境保全・再生施策市町村補助金、説明欄は河川・水路自然浄化対策推進事業費

補助金につきましては、水源環境保全・再生事業調査の確定に伴い、ここで25

1万4,000円を減額補正するものでございます。こちらは10分の10の補助事業と

なります。 

 続きまして、節、都市計画費補助金では、都市計画基礎調査費の確定に伴い、

190万4,000円を減額補正するものでございます。 

 続きまして、14、15ページになります。款、繰入金、項、基金繰入金、目、

財政調整基金繰入金につきましては、普通交付税の増額など予算全体の財政状

況を鑑み、ここで当初予算繰入額１億2,500万円を減額補正するものでござい

ます。 

 款・項、町債、目、土木費、節、交通安全施設等整備事業債につきましては、

説明欄、新松田駅南口駅前広場整備事業の進捗状況に伴い、ここで１億1,190

万円を減額するものでございます。 

 また、目、消防債、節、消防施設等整備事業債、説明欄、小田原市消防松田

分署土地購入事業につきましても、進捗状況に伴い、当初予定より時間を要し、

年度内の執行ができないため、ここで7,500万円を減額補正するものでござい

ます。 

 それでは、16、17ページの事項別明細書、３、歳出について御説明をさせて

いただきます。初めに、款、総務費、項、総務管理費、目、一般管理費、説明

欄、負担金補助及び交付金につきましては、退職者のための県市町村職員退職

手当負担金1,562万4,000円をここで増額補正するものでございます。 

 続きまして、説明欄、一般事務経費の委託料、行政手続制度整備支援委託料

につきましては、事業執行の進捗状況等に伴い、ここで事業総額の148万5,000

円を減額補正させていただくものでございます。 
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 続いて、款、総務費、項、総務管理費、目、財政管理費の節、積立金の説明

欄、財政調整基金の積立金につきましては、各種事業の完了や確定による減額、

工事等の落札差金などに伴い、今後見込まれる重点事業や拡充事業の財政需要

を見据えて、ここで１億円を積み立てるものでございます。これに伴いまして、

令和４年度末の財政調整積立て見込額につきましては、14億9,500万円となる

見込みでございます。 

 次に、款、民生費、項、社会福祉費、目、社会福祉総務費、節、繰出金の説

明欄、国民健康保険基盤安定制度繰出金208万1,000円を実績により減額補正す

るものでございます。 

 続きまして、目、老人福祉総務費、節、負担金補助及び交付金の後期高齢者

医療広域連合市町村定率負担金につきましては、実績に伴い、ここで1,054万9,

000円を減額補正するものでございます。 

 続きまして、目、障害者福祉費、説明欄（３）障害福祉サービス給付費、給

付事業の委託料では、かながわ自立支援給付費等支援システム開発業務委託料

に伴い26万9,000円、扶助費につきましては、2,778万8,000円については、こ

ちらは給付費の実績見込みにより増額補正をさせていただくものでございます。 

 続きまして、18、19ページでございます。項、児童福祉費、目、児童福祉総

務費、説明欄（２）小児医療費助成事業の扶助費につきましては、こちらは小

児医療費の利用実績に伴い、ここで300万円を減額補正させていただくもので

ございます。 

 続きまして、目、児童措置費、説明欄（１）保育所運営事業委託料、こちら

も利用実績に伴い、1,129万7,000円を減額補正させていただくものでございま

す。 

 また、説明欄（２）保育促進事業の短時間保育雇上事業費補助金につきまし

ても、実績により102万円の減額補正をさせていただくものでございます。 

 次に（３）児童手当事業、扶助費につきましては、こちらも実績に伴い1,21

6万5,000円を減額補正するものでございます。 

 続いて、款、衛生費、項、保健衛生費、目、予防費、説明欄、母子保健事業
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の償還金利子及び割引料、母子保健衛生費国庫補助金返還金につきましては、

前年度事業の確定に伴い、９万2,000円を補正させていただくものでございま

す。 

 目、予防費、説明欄（２）感染予防事業につきましては、個別予防接種の実

績見込みにより313万円の減額補正をするものでございます。また、風疹抗体

検査委託料につきましても、利用実績の見込みにより65万3,000円の減額補正

をさせていただくものでございます。 

 説明欄の（３）健康増進事業の健康増進計画・食育推進計画策定に係るアン

ケート調査委託料につきましては、こちらは事業の確定に伴い、ここで106万

円を減額補正させていただくものでございます。 

 次に、目、予防費では、説明欄（７）出産・子育て応援事業に伴う福祉相談

支援システムの導入費の負担金として165万円を補正するものでございます。

こちらは10分の10の補助事業でございます。令和５年度繰越事業となります。 

 説明欄（２）新型コロナウイルスワクチン接種事業では、こちらも実績に伴

い、3,100万円を減額補正させていただくものでございます。 

 続いて、目、環境対策費、説明欄（１）小田原市斎場事務委託料19万6,000

円につきましては、電気料等の高騰に伴う年間見込み額の増額に伴う補正をさ

せていただくものでございます。 

 続きまして20ページ、21ページの目、環境対策費、説明欄、河川・水路浄化

対策推進事業につきましては、水源環境保全・再生事業調査の確定に伴い、こ

こで251万4,000円を減額補正させていただくものでございます。 

 続きまして、目、塵芥処理費、節、委託料の説明欄、廃棄物収集運搬委託料

につきましても、実績見込みにより330万円をここで減額補正させていただく

ものでございます。 

 次に、商工費、商工振興費の説明欄（２）勤労者福祉事業、負担金補助及び

交付金の町勤労者住宅資金利子補助金につきましては、利用実績の見込みに伴

う250万円をここで減額補正させていただくものでございます。 

 続きまして、目、道路橋梁費、道路橋梁総務費、節、負担金補助及び交付金、
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説明欄、十文字橋維持補修負担金につきましては、国費要望額の内示の減額及

び事業の精査に伴う負担金をここで114万2,000円増額補正させていただくもの

でございます。 

 続きまして、目、道路維持費の工事請負費、説明欄、田代団地線道路改良事

業については、落札差金による減額として、ここで126万円を補正させていた

だくものでございます。 

 続きまして、目の道路新設改良費、説明欄、松田庶子線（酒匂川左岸道路）

道路詳細設計委託料につきましても、落札差金に伴う減額190万円の補正とな

ります。 

 続きまして、目、橋梁維持費でございます。説明欄、橋梁点検、定期点検委

託料につきましても、落札差金に伴う、ここで253万円を減額補正させていた

だくものでございます。 

 続きまして、22、23ページでございます。項、都市計画費、目、都市計画総

務費の委託料、説明欄、都市計画基礎調査業務委託、また立地適正化計画改定

業務委託並びにですね、用途地域見直しに係る図書作成業務委託につきまして

は、事業費の確定に伴い、ここで総額1,163万4,000円の減額補正をさせていた

だくものでございます。 

 次に、都市計画費、目、都市計画整備事業費の説明欄、新松田駅南口駅前広

場整備事業（町道５号線）につきましては、委託料、新松田駅南口建物工作物

調査委託料として620万円、公有財産購入費の用地買収費につきましては6,600

万円、補償補填及び賠償金の物件損失補償費は8,300万円をここで事業の進捗

状況等に伴い減額補正をさせていただくものでございます。 

 続きまして、款・項、消防費、目、常備消防費、説明欄、一般事務費につき

ましては、消防広域化による足柄消防署松田分署の土地購入及び物件損失補償

の調整に時間を要し、年度内の執行ができないため、令和４年度に計上した経

費について、ここで減額補正をするものでございます。 

 また、負担金補助及び交付金につきましては、小田原市消防本部の予算執行

状況や事業完了等に伴う精算に伴い、事務費負担金、ここで200万円を減額補
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正させていただくものでございます。 

 次に、款、教育費、項、教育総務費、目、事務局費、説明欄（１）の小学校

プール管理費、これ、寄のほうですね。委託料につきましては、コロナ禍の状

況によりプール開放等が行われなかったため、ここで108万5,000円を減額補正

するものでございます。 

 説明欄（２）の中学校プール管理費につきましてもですね、ここで205万9,0

00円減額補正させていただくものでございます。 

 次に、24、25ページになります。公債費の利子についてでございます。こち

らは1,130万円の減額補正をさせていただくものでございます。町債の利子償

還に関する経費で、当初予算では新たに起債する事業、昨年度事業等も含んで

おりました。その予定どおり全て借り入れた場合で試算しており、利率につき

ましてもおおむね２％程度で試算をしておりましたが、松田小学校整備事業の

利率や臨財債の利率の変更により、低い利率で借り入れができたことなどから、

ここで減額補正をさせていただくものでございます。 

 予備費でございます。4,883万2,000円を増額し、補正後の合計額は8,419万7,

000円とするものでございます。 

 26ページに地方債の前々年度末並びに前年度末における現在高及び当該年度

末における現在高の見込みに関する調書を添付させていただきましたので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 以上、一般会計補正予算（第９号）について、御審議のほどよろしくお願い

をいたします。 

議      長  担当課長の細部説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

 ございませんか。 

１０番 齋  藤  19ページのですね、予防費の中の福祉相談支援システム導入費負担というの

がございます。これはほかの補正はほとんどマイナスで、至らなかった部分と

かが出ているんですけど、この辺のシステムを新たに入れた、この辺の説明を

もう一度お願いできますか。 

子育て健康課長  それでは、ただいまの御質問にお答えいたします。こちらの福祉相談支援シ
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ステムというのは、令和４年度のたしか12月だと思うんですが、子ども・子育

て応援事業というものを国のほうが改正しまして、出産前５万円、出産後５万

円、あの事業と同じです。それに伴いまして、伴走型の相談支援をしていこう

ということで、妊娠期から出産後、その後、そのお子さんが成長していく中で、

必要な情報を、例えば障がいとか教育とか、そういったところと情報を共有し

ましょうということで、そちらのほうのシステムを令和４年度中でしたら10分

の10の補助がつくということで、今回ここに計上させていただきました。 

１０番 齋  藤  ありがとうございます。分かりました。このシステムの情報共有というのは、

この町だけのものなんですか。それとも、もっと広域的なものなんですか。 

子育て健康課長  今は庁内、庁舎内だけというふうに考えておりますが、全ての市町村で行っ

ているものではございませんので、ＴＫＣのほうにお願いしております。その

関係で、これから例えばですが、同じようなシステムが入っているところで情

報が共有できるかもしれませんが、まだそこまでは話は出ておりません。 

議      長  ほかにございますか。 

６ 番 井  上  ２点お願いをします。15ページのですね、財政調整基金繰入金、これの確認

なんですけれども、ここで財政調整基金繰入金１億2,500万を減額補正という

ことで、この部分というのは一般財源で色はつけられないんですけれども、常

備消防費の分署関係の財源の部分で、１億2,700万円の減額となっていますの

で、これに該当する部分が15ページの財政調整基金の繰入金ということで理解

してよろしいかが１点目です。 

 あと２点目はですね、先ほど25ページの公債費利子の償還金利子割引料で、

長期債の利子を1,130万円減額するということで、これは大分ですね、大きい

額かなというふうに思います。２％で試算をしたが、かなり安い利率で借り入

れができたという説明が先ほどございましたが、基本的にはですね、新しい起

債等は据え置き期間の利子ということで、なぜこういうふうな1,130万円と大

きい金額の補正になったのかを詳細について説明を頂きたいと思います。 

 また、この利子分では、補正後の金額としてですね、2,468万8,000円という

額になっていますが、５年度の当初予算はまた3,300万円というふうに、3,327
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万3,000円ですが。という形の利子が見込まれているわけです。基本的には３

年とか５年据え置きの何十年償還という形になっているので、基本的に利子の、

利子分の金額の増減はあまり大きいものがないというふうに理解をしていまし

たので、再度説明をお願いをいたします。 

参事兼政策推進課長  まず、１点目のですね、財政調整基金の繰入れという件につきましては、消

防費に充当するということではなくて、町全体で当初入れていた部分がありま

す、当初の考えがありますので、財政調整基金から積み立てていくということ

ではなくですね、町の全体の額を当初１億という部分をやってましたので、消

防費だけに充てているという解釈ではなく、今回全体として財政調整基金を令

和４年度の事業として出したものをここで一回引くという考えで私のほうは減

額補正をしたものでございます。 

 それと、利子のほうなんですけれども、今回の補正に伴う大きなものはです

ね、松田小学校整備事業、当初1.2％で見込んでございましたが、今回0.6％と

いう形になってございます。その分が大きなものと、確定したもの結構あるん

ですけど、特に大きいものは臨時財政対策債、10年の利率変更が0.9％で見込

んでいたのが0.1％まで大きく落ちているということも踏まえてですね、ここ

で当初はですね、今までも利率についてはおおむね２％という形で、この５年

から10年の前までですね、当初見込みをして、今までは補正等で行わずにです

ね、そのまま残してしまったというのがあったので、今回は確定のもの全て見

越して、ここで1,130万円を減額させていただいたというものになります。令

和５年度予算につきましてもですね、借入れのこれから借り入れるもの全てに

つきましても試算をした上で、利率のほうもおおむね、今後国の利率も上がっ

てきていますので、また２％程度を今、見込んだ額として予算計上案をさせて

いただいているところでございます。以上です。 

６ 番 井  上  財政調整基金繰入金のほうは、色がついてないということでですね、そうい

ったものだということで理解はさせていただきました。 

 利子のほうですね、再度お聞きしますけれども、松田小学校債1.2％から0.

6％、臨財債0.9から0.1ということですけれども、据え置き期間ですのでね、



14 

 

単純に借入金額×利率×借入日数ということで出まして、基本的に100％では

ないので、あまりそこの部分の補正というのは影響がないのかなというふうに

思いましたが、臨財債等はもう３月借入れか４月ですか、に入ってくるという

形ですよね。松田小学校のほうがやはり借入れ期日が年度末ではない原因から、

こういったことが起きたのかどうなのかというふうに思いますが、その辺はい

かがでしょうか。 

参事兼政策推進課長  松田小学校につきましてもですね、年度末ということで試算をしております

ので、途中でですね、補助金の額の増額等もありましたので、最終的に３月末

で調整をした結果、このようになっております。以上です。 

６ 番 井  上  おおむね理解しました。また、じゃあ詳細についてですね、別にですね、お

聞きをしたいと思います。以上で終わります。 

議      長  ほかにございますか。 

８ 番 中  野  まず、11ページ、歳入11ページですね。新型コロナワクチン接種対策負担、

750万の減額ということになっておりますが。以前、毎日のように、毎日のよ

うにではなく、毎日、地方新聞に各市町村の昨日のコロナ感染状況というもの

が掲載されておりましたが、それが大変、保健所の負担になるということで、

今では一部の市町を除いて掲載をされなくなって幾久しくなるわけでございま

す。そのことによって我々町民も、コロナというものに対しての考えが大分変

わってきております。いい意味で言えば、変に、下手に恐れずにと、うまく付

き合っていくのかなということではございますが、しかしながらまだまだコロ

ナというものが全国的にはびこっていて、これが全くゼロになるということは

なかろうかなと思います。決して気の緩みを持ってはいけないことなんだろう

と思っておりますが。 

 そこで、松田町の４年度のこのコロナの接種率ですね、接種率、どのぐらい

なのか。それともう１点、もしここで発表頂ければ、４年度の今日現在までで

いいんですが、松田町の町民、このコロナで亡くなったというふうに診断され

た方は一体、年間何人いられたのか。これはお話しできればで結構でございま

す。 
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 そしてもう１点目、政府はこの13日以降、マスクの着用は自由にしてよろし

いということになっております。この松田町でも今後まだまだ卒業式とか入学

式とか、いろいろなイベントがめじろ押しになっておりますが、よく町民から

聞かれる話でございます。松田町というのはじゃあどうしたらいいのよという

ようなことも聞かれますので、松田町の13日以降のお考えがあれば、お知らせ

を頂きたいと思います。 

子育て健康課長  ただいまの御質問の接種率ですが、12歳以上が一般のワクチン接種になりま

すが、確かな、ちょっと申し訳ございません、今、手元に資料がないんですが、

12歳以上の初回接種率はたしか60％前後だったと思っております。その中で、

高齢の方につきましては、かなり高い、もう80％を超えている接種率だったと

思っております。初回が終わった後、３回とか４回とか５回とかという表には

ありますが、今はもうオミクロン株の接種、もう３回も４回も５回も、オミク

ロン株接種、オミクロン株に対応したワクチン接種というのがございますが、

そちらにつきましても12歳以上はたしかやはり56とか、55から60％ぐらいの間

だったと思っております。 

 それと、町内のコロナによってお亡くなりになった方の人数ですが、そちら

の死亡者とか感染者、どなたが感染したとかどなたがお亡くなりになったか、

そういった情報というのは直接はないんですが、皆様のほうに一時期お知らせ

しておりました町内の感染者数と一緒に死亡者、どこの町の方がお亡くなりに

なったという情報が届いていた中では、たしか３名ほどだったと思っておりま

す。 

 ３月13日からの町の対応…いいですか。以上です。 

総  務  課  長  コロナの関係で、町の対応ということで、まずマスクの着用につきましては、

国につきましては３月13日以降は基本的にはマスクの着用は個人の基本的な判

断に委ねるという姿勢ではございます。ただ、医療機関への受診とか面会とか、

それから混雑した電車やバスの乗車につきましては、マスクの着用を推奨して

いるような状況ではございます。 

 基本的に役場の対応としましては、職員におきましてはですね、業務中につ
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きましては当面の間、マスクは着用したままの業務という形になります。基本

的には業務中は組織として職員が罹患して休んでしまった場合の町民に対する

被害等も考えますと、影響も考えますと、あくまでも当面の間、着用するよう

な形で考えておるところでございます。あと、個人的な業務外、プライベート、

土・日等のお休みにつきましては、個人の判断に委ねるような対応をとらさせ

ていただきたいと思っております。以上です。 

８ 番 中  野  分かりました。国の指針に沿うような形でやっていくということでございま

すね。しかしながら、まだまだ恐ろしい病気だと思っておりますので、気の抜

かないような対処の仕方をしていっていただきたいなと思っておるところでご

ざいます。 

 あともう１点ですね、ページ21ページ、衛生費ですね。21ページの。これは

ちょっと簡単にお聞きするんですが。上段のごみ収集に係る経費です。330万

円の減額と、廃棄物収集運搬委託事業ね、330万の減額ということになってお

ります。これは減れば減るほどいいなというのが私は以前からごみ収集運搬事

業、委託業者に対しては競争入札にしたらどうですかということを再三言って

きた記憶がございます。しかしながら、大体随契という形でやってこられまし

て、競争入札にすれば１キロ当たりの搬入料がね、競争によって減っていくん

ではなかろうかと、そういう思いで言ってきたんですが。ここで330万減額と

いうことは、これは単に町民の努力によってごみ搬出が減っただけなのか、業

者のそういった形で起こった330万なのか。どちらなんでしょう。 

環境上下水道課長  まず、こちらの委託事業につきましては、入札で行っていますので、随契で

はございませんので、町内の業者さんで入札を行っております。金額につきま

しては、今このコロナで動力費等、光熱費等、非常に金額がかかっているとこ

ろなんですが、ごみの量が松田町に関してはかなり減ってきております。パー

セントで言いますと、去年から今年だけでも4.5％、その前の年も5.3％ずつ減

っているので、２年で10％ぐらいごみも減ってきていますので、金額以上にご

みが減っているということで、このような金額の減額とさせていただいており

ます。以上です。 



17 

 

８ 番 中  野  ごめんなさい。ちょっと言い間違えまして、入札に関しましてはですね、今、

町内だけの業者ですね、入札を。しかし、今では町外を含めての入札も可能な

わけですよね。そのことを私は言いたかったんですが。今はまだ町内だけの業

者で入札を行っていると。町外が加われば、そこに競争が現れて、もっともっ

と金額が減るんではなかろうかなということを言ってきたんですけれども、そ

のことを言いたかったんですが、ちょっと言い間違えまして。今は町内だけと、

まだ町内だけですね。分かりました。結構でございます。 

議      長  ほかにございますか。 

(「なし」の声あり ） 

 この辺で質疑を打ち切りたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声多数 ） 

 異議なしと認め、質疑を打ち切ります。 

 討論に入ります。 

（「省略」の声あり ） 

 討論省略とのお声ですが、討論を省略して採決を行って御異議ございません

か。 

（「異議なし」の声多数 ） 

 異議なしと認めます。討論を省略し、採決を行います。議案第10号令和４年

度松田町一般会計補正予算（第９号）について、原案のとおり決することに賛

成の方の起立を求めます。 

 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

議      長  日程第２「議案第11号令和４年度松田町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）」について、町長の提案説明を求めます。 

町      長  議案第11号令和４年度松田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）。 

 令和４年度松田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定

めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ9,904万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億
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8,479万4,000円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和５年３月２日提出、松田町長 本山博幸。 

 よろしくお願いいたします。 

議      長  町長の提案説明が終わりました。担当課長の細部説明を求めます。 

町  民  課  長  令和４年度国民健康保険事業特別会計補正予算書（第３号）について説明さ

せていただきます。今回の補正は、保険給付費の減額に伴う歳入及び歳出の減

額と一般会計繰入金の減額が主なものでございます。 

 それでは、歳入歳出事項別明細書により説明させていただきます。８ページ、

９ページをお開きください。歳入から説明いたします。款、県支出金、項、県

補助金、目、保険給付費等交付金につきまして、保険給付費等交付金の普通交

付金は、歳出の保険給付費に充てるもので、給付の見込みが減少したことに伴

い、１億円の減額となっております。同特別交付金は、国保事業に係る交付金

で、今回の303万6,000円は全額が国保診療所の電子カルテ一体型レセプトシス

テムの導入費用の補助でございます。県からは、国保事業の一つとして国保診

療所の費用を補助するもので、一旦国保会計で歳入した後、繰出金として診療

所会計へ支出するものでございます。 

 款、繰入金、項・目ともに一般会計繰入金につきましては、保険基盤安定繰

入金、保険料軽減分と同保険者支援分の減額となります。これは国・県からの

保険基盤安定負担金の減額によるもので、負担金は一旦一般会計で歳入し、町

の負担分と合わせて国保会計へ繰り出しているものでございます。 

 10ページ、11ページをお開きください。歳出になります。款、総務費、項、

総務管理費、目、一般管理費につきましては、歳入で説明させていただいた国

保診療所の電子カルテ一体型レセプトシステムの導入費用の補助金を国民健康

保険診療所事業特別会計繰出金として支出するものでございます。 

 款、保険給付費、項、診療諸費、目、一般被保険者療養給付費につきまして

は、新型コロナによる受診控えと思われる年度末見込み額の減少により8,000
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万円の減額。項、高額療養費、目、一般被保険者高額療養費は、給付費と同様

に2,000万円の減額となっております。 

 款・項・目ともに予備費は、歳入と歳出の差額を計上させていただきました。 

 説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

議      長  担当課長の細部説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

１１番 寺  嶋  11ページのですね、繰出金、電子カルテなんですけど、これは単にレセプト

の処理のシステムじゃなくて、今、マイナカードとか何かそういうふうに対応

するようなですね、電子カルテの関係なのか、その辺をお伺いいたします。 

町  民  課  長  診療所で使っていましたレセプトシステムの耐用年数がきて、入れ替えると

ころだったんですけども、それだけだと補助の対象にはならないんですけど、

今まで使っていました紙のカルテ、診察のときに１枚１枚書いていたんですけ

ども、それを一体とした電子カルテで、データとして保存できるようなタイプ

に切り換えたことによって補助がもらえることになりました。 

１１番 寺  嶋  終わります。 

議      長  ほかにございますか。 

 この辺で質疑を打ち切りたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声多数 ） 

 異議なしと認め、質疑を打ち切り討論に入ります。 

（「省略」の声あり ） 

 討論省略とのお声ですが、討論を省略して採決を行って御異議ございません

か。 

（「異議なし」の声多数 ） 

 異議なしと認めます。討論を省略し、採決を行います。議案第11号令和４年

度松田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）について、原案のとお

り決することに賛成の方の起立を求めます。 

 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

議      長  日程第３「議案第12号令和４年度松田町国民健康保険診療所事業特別会計補

正予算（第２号）」について、町長の提案説明を求めます。 
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町      長  議案第12号令和４年度松田町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第

２号）。 

 令和４年度松田町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ303万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,028万3,

000円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和５年３月２日提出、松田町長 本山博幸。 

 よろしくお願いいたします。 

議      長  町長の提案説明が終わりました。担当課長の細部説明を求めます。 

町  民  課  長  令和４年度国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第２号）について説

明させていただきます。 

 今回の補正は、診療所に導入しました電子カルテ一体型レセプトシステムに

対して、県の保険給付費等交付金特別交付金として一旦国保会計に歳入される

ことに伴い、その交付金を繰入金として歳入するものでございます。 

 それでは、歳入歳出事項別明細書により説明させていただきます。８ページ、

９ページをお開きください。款、繰入金、項、特別会計繰入金、目、国民健康

保険事業特別会計繰入金、こちらは国保診療所に導入しました電子カルテ一体

型レセプトシステムに対して、県の国民健康保険事業に対する補助である保険

給付費等交付金特別交付金として全額が補助されることに伴う繰入金の増額補

正となります。県からは一旦国保会計に歳入され、診療所会計へ歳出するため、

国民健康保険事業特別会計繰入金として303万6,000円の計上となります。 

 10ページ、11ページをお開きください。歳出になります。款・項・目ともに

予備費は、歳入と歳出の差額を計上させていただきました。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

議      長  担当課長の細部説明が終わりました。これより質疑に入ります。 
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(「なし」の声あり ） 

 質疑なしとのお声ですが、質疑ありませんか。 

(「なし」の声あり ） 

 質疑なしと認め、討論に入ります。 

（「省略」の声あり ） 

 討論省略とのお声ですが、討論を省略して採決を行って御異議ございません

か。 

（「異議なし」の声多数 ） 

 異議なしと認めます。討論を省略し、採決を行います。議案第12号令和４年

度松田町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第２号）について、原案

のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。10時10分より再開します。        （９時58分） 

議      長  休憩を解いて再開します。                （10時10分） 

 休憩中に、町長より議案第23号令和４年度松田町一般会計補正予算（第10号）

の提出がありました。ただいまより議案第23号を配付しますので、この議案の

取扱いを議会運営委員会で協議していただきたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声多数 ） 

 異議なしと認めます。事務局は議案第23号を配付してください。 

（ 議 案 配 付 ） 

 配付漏れはありませんか。 

(「なし」の声あり ） 

 配付漏れなしと認めます。 

 ここで暫時休憩とします。休憩中に議会運営委員会の開催をお願いいたしま

す。再開は、議会運営委員会終了次第再開といたします。暫時休憩します。 

                             （10時11分） 

議      長  休憩を解いて再開いたします。              （10時15分） 
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 お諮りいたします。議会運営委員会報告を日程に追加し、追加日程第１とし

て議会運営委員会報告を直ちに求めたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声多数 ） 

 異議なしと認めます。追加日程第１として議会運営委員会報告を直ちに日程

に追加することに決定しました。お手元の議事日程の日程第４の前に追加をお

願いいたします。 

議      長  追加日程第１「議会運営委員会報告」を委員長より報告願います。 

議会運営委員会委員長 平野由里子君。 

議会運営委員長  それでは、皆さん、議会運営委員会の御報告を申し上げます。 

 議案第23号令和４年度松田町一般会計補正予算（第10号）につきまして、３

月６日、先ほど役場４階大会議室におきまして、委員６名中４名出席のもと委

員会を開催し、次のとおり決しましたので御報告申し上げます。 

 まず、会期についての変更はございません。 

 次に、審議内容についてですが、議案第23号令和４年度松田町一般会計補正

予算（第10号）につきましては、即決でお願いいたします。 

 以上で議会運営委員会の報告について終わりますが、不備な点がございまし

たら、ほかの委員からの補足説明をお許し願いたいと思います。 

議      長  議会運営委員会委員長の報告が終わりました。会期の変更はありませんので、

議会の議決は必要ありませんが、議会運営委員会委員長の報告のとおり進めた

いと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声多数 ） 

 異議なしと認めます。よって、議会運営委員会委員長の報告のとおり進めた

いと思います。 

 それでは、町長より提出された議案第23号令和４年度松田町一般会計補正予

算（第10号）を日程に追加し、追加日程第２として直ちに議題としたいと思い

ます。御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声多数 ） 

 異議なしと認めます。議案第23号令和４年度松田町一般会計補正予算（第10
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号）を日程に追加し、追加日程第２として直ちに議題とすることに決定しまし

た。お手元の議事日程に追加をお願いいたします。 

議      長  追加日程第２「議案第23号令和４年度松田町一般会計補正予算（第10号）」

を議題とします。 

 町長の提案説明を求めます。 

町      長  議案第23号令和４年度松田町一般会計補正予算（第10号）。 

 令和４年度松田町一般会計補正予算（第10号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）第１条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予

算補正」による。 

 （地方債の補正）第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 令和５年３月６日提出、松田町長 本山博幸。 

 よろしくお願いいたします。 

議      長  町長の提案説明が終わりました。担当課長の細部説明を求めます。 

参事兼政策推進課長  それではですね、補正のほうを説明させていただきます。 

 初めに、２ページ目をお開きください。今回の補正につきましては、歳入歳

出ということで、いわゆる歳出のほうもですね、財源補正がございますので、

こちらで歳入歳出補正予算とさせていただいたところでございます。 

 それでは、３ページ目になります。第２表、地方債の補正でございます。教

育施設等整備事業ということで、今回3,220万円をここで減額させていただく

ものでございます。松田町立松田中学校大規模改修工事に伴い、ここでは国か

らの補助金の内示額が当初示され、補助金額が予算より下回る状況となったた

め、それに伴う地方債をここで減額させていただくものでございます。 

 それでは、歳入のほうから説明させていただきます。10ページ、11ページに

なります。款、国庫支出金、項、国庫補助金、目、教育費国庫補助金になりま

す。こちらは説明欄、学校施設環境改善交付金でございます。こちらが国から

の内示額が下回ったため、ここで1,205万8,000円を減額補正するものでござい

ます。 
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 続きまして繰入金でございます。こちらのほうは教育施設整備基金繰入金と

いたしまして、4,425万8,000円をここで繰り入れるものでございます。こちら

は補助金等の減額及び地方債に伴い、一般財の部分を補填するためにここで補

正するものでございます。 

 続きまして、町債でございます。こちらも補助金の内示に伴う、それに伴う

起債のほうの減額ということで、3,220万円を減額するものでございます。 

 続きまして歳出になります。12、13ページでございます。財源補正というこ

とになります。こちらのほうは、12ページの補正額の財源内訳につきまして、

御覧のとおりになります。国庫、繰入金、町債がそれぞれ先ほどの歳入の額に

なっておりますので、こちらのほうの財源補正をさせていただくものでござい

ます。それに伴いまして、14ページのほうに、こちらのほうの調書を添付させ

ていただきましたので、よろしくお願いをします。 

 以上、補正予算（第10号）について、説明のほうを終わりにさせていただき

ます。御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

議      長  担当課長の細部説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

 ございませんか。 

(「なし」の声あり ） 

 質疑なしとのお声ですが、質疑ありませんか。 

(「なし」の声あり ） 

 質疑なしと認めます。討論に入ります。 

（「省略」の声あり ） 

 討論省略とのお声ですが、討論を省略して採決を行って御異議ございません

か。 

（「異議なし」の声多数 ） 

 異議なしと認めます。討論を省略し、採決を行います。追加日程第２、議案

第23号令和４年度松田町一般会計補正予算（第10号）について、原案のとおり

決することに賛成の方の起立を求めます。 

 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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議      長  日程第４「議案第13号令和５年度松田町一般会計予算」を議題といたします。 

 町長の提案説明を求めます。 

町      長  議案第13号令和５年度松田町一般会計予算。 

 令和５年度松田町一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ51億9,

000万円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。 

 （債務負担行為）第２条、地方自治法第214条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」

による。 

 （地方債）第３条、地方自治法第230条第１項の規定により起こすことがで

きる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第

３表 地方債」による。 

 （一時借入金）第４条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借

入金の借入れの最高額は、２億円と定める。 

 （歳出予算の流用）第５条、地方自治法第220条第２項ただし書きの規定に

より歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生

じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 令和５年３月２日提出、松田町長 本山博幸。 

 よろしくお願いいたします。 

議      長  これより細部説明に入りますが、各担当課長に申し上げます。説明は要点を

簡単明瞭にお願いします。それでは、担当課長の細部説明を求めます。参事兼

政策推進課長から順次説明をお願いします。 

参事兼政策推進課長  それではですね、初めに６ページ、７ページの債務負担行為、地方債につき

ましては私のほうから説明をさせていただき、歳入の町税につきましては税務
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課長のほうから、そのほかは私のほうから歳入を説明させていただきます。歳

出につきましては、各担当課長から款・項を主に、新規事業や拡充事業を主体

に説明をさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 それでは、６ページ、７ページになります。第２表、債務負担行為、６ペー

ジになります。こちらにつきましては、全部で13件分があって令和５年度から

になります。主なものにつきましては、最初のタブレット端末賃借料と議会運

営支援システム使用料等に伴うもの、またですね、下のほうにございます小田

原市消防松田分署土地購入事業におきまして、物件損失補償に要する経費とい

たしまして、令和５年度から令和７年度１億1,500万円を計上させていただい

ているところでございます。 

 続きまして７ページでございます。第３表の地方債でございます。こちらは

５件分でございます。初めの交通安全施設等整備事業につきましては、新たに

新松田駅南口駅前広場整備事業でございます。その下、道路整備事業につきま

しては、町道19号線の町屋踏切事業、そして消防施設等整備事業におきまして

は、足柄消防署松田分署の土地購入に伴うものとですね、広域消防負担金の施

設整備に伴うもの、合わせて3,700万円でございます。その下、教育施設等整

備事業につきましては、松田小学校の太陽光発電設備整備事業によるものでご

ざいます。臨財債につきましては、本年度は4,000万円を計上しているところ

でございます。以上でございます。 

税  務  課  長  それでは、歳入について御説明させていただきます。予算書の14ページ、15

ページをお願いいたします。参考資料２、令和５年度松田町一般会計予算説明

資料では１ページをお願いいたします。 

 款、町税、項、町民税、目、個人でございます。現年課税分の均等割、所得

割、退職所得につきましては、いずれも納税義務者数の減を見込み、減額とな

っております。所得割につきましては、１人当たりの所得割額は増額を見込ん

でおりますが、納税義務者数の減に加え、ふるさと納税などの税額控除額が増

加することを見込み、1,130万7,000円の減額となっております。また、滞納繰

越分につきましては、令和４年度から令和５年度への繰越見込額と実績に基づ
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いた収納率により、150万円の減額となっております。 

 次に、目、法人でございます。法人税割につきましては、景気動向が不透明

な中、業種により増減があることは予想されますが、大規模法人が少ない当町

といたしましては、企業業績は総じて横ばいからマイナス傾向になることを予

想いたしまして、711万7,000円の減額を見込んでおります。 

 続きまして、項・目ともに固定資産税でございます。現年課税分の増額の要

因といたしましては、土地については令和４年度の調定額を基に、土地価格の

下落と国土調査の縄延び分などの増加を見込み、248万2,000円の増額、家屋に

つきましては令和４年度の調定額を基に、新築家屋と新築軽減終了による増収

のほか、地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例による法人１社に対

する３年間の課税免除が終了したことにより、1,476万6,000円の増額を見込ん

でおります。 

 一方で、償却資産につきましては、景気や為替の動向が不透明であり、企業

が投資をしづらい状況にあると予想しております。令和４年度の調定額を基に、

減価償却分による減収などを見込み、1,407万円の減額となっております。 

 次に、項、軽自動車税、目、環境性能割でございます。令和４年度の調定額

を基に取得台数の増減率を踏まえ、増額を見込んでおります。 

 目、種別割では、経過年数による従価や新規購入などにより増額を見込んで

おります。 

 項・目ともに町たばこ税では、令和５年度においても購入本数の減を見込み、

減額となっております。町税の説明は以上でございます。 

参事兼政策推進課長  それではですね、款、地方譲与税でございます。説明欄のほうに記載の部分

から説明させていただきます。地方揮発油譲与税でございます。こちらにつき

ましては、ガソリンに課して地方に財源を譲与されるものでございます。主に

道路延長や道路の面積により譲与されるものでございます。 

 続きまして、自動車重量譲与税でございます。収入額のですね、1,000分の4

07、そのうちですね、２分の１を先ほどの道路延長、面積によって譲与される

ものでございます。 
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 続きまして16、17ページになります。森林環境譲与税でございます。こちら

のほうにつきましては、森林の適正な管理などに活用するために譲与されるも

のとなってございます。 

 続きましてですね、説明欄、配当割交付金でございます。こちらのほうにつ

きましては、上場株式配当に課税される県税収入、税率５％の59.4％を県民税

総額に占める市町村の個人県民税額の割合により案分されるものでございます。

また、株式等譲渡所得交付金につきましても、それぞれの課税が県税収入をそ

れぞれ決算額の割合によって案分されるものでございます。こちらの２つにつ

きましては、令和４年度の企業収益の見込み及び地財計画に基づき増額予算と

させていただいております。 

 次に、法人事業税交付金でございます。県に納付される法人事業税の一部を

従業員者数などで案分して交付されるものでございます。こちらにつきまして

も、企業収益の見込み及び地財計画に基づきですね、令和５年度予算は増額予

算とさせていただいているものでございます。 

 続きまして、地方消費税交付金でございます。いわゆる県の地方消費税収入

の２分の１を人口と従業者数で案分して交付されるものでございます。こちら

につきましてもですね、地方財政計画、国の計画に基づき、増額予算とさせて

いただいているものでございます。 

 続きまして、ゴルフ場利用税交付金でございます。昭和41年に創設されたも

のでございまして、ゴルフ場利用税の10分の７をその市町村に、所在する市町

村に交付されるものでございます。松田については、チェックメイトカントリ

ークラブ、小田原クラブと太平洋の部分でございます。それぞれの面積割合に

案分されて交付されるものでございます。 

 続きまして18、19ページになります。款11、地方交付税でございます。こち

らにつきましては、普通交付税、特別交付税がございます。普通交付税は全体

の94％、特別交付税は６％として位置づけられてございます。こちらをですね、

地方財政計画に基づきまして、普通交付税は大きく増額するものとなってござ

います。今までの新たな部分と、延長があります。デジタル化の延長、またマ
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イナンバーカード交付率による増、地方創生推進事業、さらにですね、施設の

高騰分、光熱水費等の高騰分に伴う計数も算入されておりますので、合わせて

増額と。さらにですね、出産・子育て応援交付金、この部分の地方分ですね、

地方分の６分の１などもこの交付税に充てているものでございます。 

 続きまして、交通安全対策特別交付金、交通反則金の一部を改良済みの道路

延長や過去２年分の事故件数などで交付されるものでございます。 

 続きまして、款、分担金及び負担金でございます。説明欄、保育所運営費負

担金でございます。説明欄に現年度分がございます。こちらは０歳から２歳児、

令和４年度からはですね、第二子の保育料無償化等の実施に伴い、保育料の納

付に伴う金額でございます。 

 続きまして、節の児童福祉費負担金でございます。主なものは学童保育保護

者負担現年度分でございます。学童保育室児童の入室の児童の保護者より納付

される保育料となってございます。 

 続きまして、款、使用料及び手数料でございます。節で、町営臨時駐車場使

用料につきましては、仲町屋臨時駐車場につきましては127台分の確保があり

ますので、そちらのほうの収入部分と、町営臨時駐車場のＪＲ松田駅北口、こ

れは53台分の確保の中でやっていく事業として歳入を見込んでございます。 

 その下の節、住宅使用料につきましては、公的賃貸住宅使用料、こちらは籠

場住宅21戸分、その下の下ですね、地域有料賃貸住宅使用料、これは町屋28戸

分の使用料となってございます。 

 続きまして20ページ、21ページになります。中段でございます。目、農業使

用料でございます。節、寄ロウバイ園の使用料。こちらにつきましては、１万

6,000人の入園料を見込んでございます。なお、本年度につきましては、約２

万人の来場者数があったというふうに聞いております。 

 続きまして、目、公園使用料でございます。節、西平畑公園使用料を計上し

てございます。西平畑公園の駐車場使用料やふるさと鉄道の使用料、また西平

畑公園の入園料を計上しているところでございます。 

 続きまして、22、23ページになります。款、国庫支出金、項、国庫負担金、
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こちらは民生費国庫負担金になります。節におきましては、障害者福祉費国庫

負担金でございます。初めに、説明欄に障害者自立支援給付費等負担金、こち

らは２分の１の補助事業となってございます。法令に基づく給付部分でござい

ます。 

 その下の下になります。障害児施設給付費等負担金につきましても、法令に

基づく給付の金額を計上しているところでございます。 

 続きまして、節、児童福祉費国庫負担金になります。説明欄は、子どものた

めの教育・保育給付費国庫負担金、これも２分の１の補助事業で、保育施設へ

の給付分となっております。 

 続きまして、その下になります。節、保険基盤安定負担金でございます。こ

ちら、国民健康保険の軽減を図るための保険者支援分として２分の１の補助と

して計上してございます。 

 続きまして、その下、児童手当国庫負担金でございます。中学校修了前まで

の児童の養育者へ支払われるものでございます。 

 続きまして、項、国庫補助金のほうになります。総務費国庫補助金の個人番

号カード交付事業費国庫補助金でございます。こちらはマイナンバーカード交

付、カード交付に伴う業務、10分の10の補助事業となってございます。 

 続きまして節になります。企画費国庫補助金でございます。デジタル田園都

市国家構想交付金、こちらはいわゆる国の制度が変わりまして、名称が変わり

ました。今までは地方創生推進交付金であったものが、この名称になってござ

います。主なものにつきましては、ＡＩオンデマンドバス交通のですね、事業

費、あるいは未病センター等の活性化事業、また国際交流事業などに伴う補助

金となってございます。 

 続きまして24、25ページになります。民生費国庫補助金でございます。子ど

も・子育て支援国庫交付金でございます。こちらにつきまして、３分の１の事

業でございます。計画に基づく地域子ども・子育て支援事業に要する経費とし

て交付されるものでございます。 

 続きまして、目、衛生費国庫補助金の節、清掃費国庫補助金、循環社会形成
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推進交付金、こちらは20％ほどの補助事業で、合併処理浄化槽整備分でござい

ます。 

 続きまして、土木費国庫補助金、目になります。節、土木費国庫補助金です。

社会資本整備交付金でございます。道路・橋梁関連では、南口町道５号線と町

道整備分、そして都市計画関連では北口整備に伴うものでございます。また、

住宅関連につきましては、危険ブロック塀や住宅取得などが含まれてございま

す。 

 その下の道路局所管補助金でございます。こちらが町屋の19号、町屋踏切改

良の部分に伴う補助金となってございます。 

 続きまして、目、教育費国庫補助金でございます。節、保健体育費国庫補助

金につきましては、スポーツ振興費補助金でございます。主にスポーツコミッ

ションの設立に伴う経費、10分の10の補助事業となってございます。 

 続きまして、款、県支出金、項、県負担金になります。節、障害者福祉費負

担金、先ほどの障害自立支援給付費等、４分の１の補助事業のものでございま

す。 

 その下、節、児童福祉費負担金につきましても、先ほど国の補助金に合わせ

てですね、４分の１の補助事業として交付されるものでございます。 

 続きまして26、27ページになります。節、保険基盤安定負担金でございます。

こちらも４分の１の補助事業となります。また、後期高齢者医療保険基盤安定

負担金につきましても、低所得者の軽減分を公費で補填する４分の３の補助事

業となってございます。 

 節、児童手当負担金につきましても、先ほどの国の分と６分の１の補助事業

となってございます。 

 続きまして、項、県補助金、目、総務費補助金になります。節、市町村自治

基盤強化総合補助金でございます。こちらにつきましては、県の補助金として

先ほどの地方推進交付金と合わせてですね、ＡＩデマンド交通実証実験分、ま

た北口再開発事業支援分、シティプロモーション事業等々の事業10件分を計上

しているところでございます。 
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 続きまして、民生費補助金になります。節、障害者福祉費補助金、こちらの

重度障害者医療費補助金につきましては、２分の１の補助事業となっているも

のでございます。 

 続きまして、節、児童福祉費補助金でございます。説明欄中段のですね、小

児医療費助成事業でございます。２分の１の補助事業となってございます。 

 続きまして、節、子ども・子育て支援交付金でございます。先ほどの部分の

同じ、国と合わせた３分の１の補助事業として交付されるものでございます。 

 続きまして、28、29ページでございます。目の衛生費補助金、節、水源環境

保全・再生施策市町村補助金になります。こちらは、かながわ水源環境保全・

再生５か年計画で第４期目に基づき実施されるものでございます。主なものに

つきましては、生活排水処理施設整備事業でございます。合併処理浄化槽に関

するもの。またですね、河川・水路自然浄化対策事業費の補助金などでござい

ます。 

 続きまして、目の土木費補助金でございます。節、土木費補助金。説明欄に

地籍調査費補助金、これは４分の３の補助事業でございます。主に立会い、測

量、閲覧などに伴う補助事業でございます。 

 その下の節、消防費補助金でございます。こちらは危険ブロック塀、消防団

や自主防災会の強化支援事業に伴う補助金でございます。 

 続きまして、目、総務費委託金でございます。こちらにつきまして、節で県

税徴収委託金でございます。こちらにつきましても、個人県民税徴収部分の委

託金として交付されるものでございます。 

 続きまして、30、31ページになります。目、財産貸付収入になります。節、

土地建物貸付収入でございます。主なものにつきましては、チェックメイトカ

ントリークラブやハローワーク等に伴う土地の貸付収入になってございます。 

 続きまして、款、寄附金でございます。こちらにつきましては、説明欄、ふ

るさと応援寄附金、それと節、特定寄附金、いわゆる企業版ふるさと納税につ

きまして今回10万円を計上させていただいているところでございます。 

 続きまして、款、繰入金でございます。項、基金繰入金、節、財政調整基金
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繰入金につきましては、記載のとおり２億1,000万円を繰り入れるものでござ

います。 

 続きまして、節の教育施設整備基金繰入金でございます。こちらにつきまし

ては、太陽光発電、寄…ごめんなさい。幼稚園、松田幼稚園園舎に伴う改修に

伴うもの、生涯学習センター事業に伴うものが繰り入れとして行うものでござ

います。 

 続きまして、節、新松田駅周辺整備事業の基金繰入金でございます。こちら

は北口再開発事業の委託分に伴うものでございます。 

 続きまして、節の公共施設等整備基金繰入金でございます。こちらは河内児

童センターや田代地域集会施設、宇津茂管理休憩施設や宮下児童公園等に伴う

基金の繰入れでございます。 

 続きまして、32、33ページになります。繰入金でございます。前年度繰入金

として１億4,000万円を計上しているところでございます。 

 続きまして、貸付金の元利収入でございます。節、勤労者生活資金貸付預託

金元金収入でございます。こちらは事業者に雇用されている方に対し…ごめん

なさい。事業所に雇用されている方に対し、生活に必要な資金を融資するため

の預託金となってございます。 

 続きまして、節、ハーブガーデン収入でございます。こちらのほうにつきま

しても、ハーブガーデン収入、その下の生涯学習センター自主事業の収入とな

ってございます。 

 続きまして、34、35ページになります。雑入、節、市町村振興協会市町村交

付金でございます。こちらは宝くじの収益金の配分となってございます。均等

割40％、均点割20％、人口割が40％で交付されるものでございます。 

 続きまして、節の８番、松田町創生拠点施設事業負担金でございます。これ

は町屋のスプラポからの負担金でございます。 

 続きまして、９番になります。節９番、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補

助金でございます。こちらは松田小学校太陽光発電設備事業の工事分として交

付されるものでございます。 
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 続きまして、節12、デジタル基盤改革支援補助金でございます。こちらはで

すね、行革の推進として国の一括システム移行いわゆる標準移行というのが示

されてございます。本町におきましても、データ要件の連携要件として、セキ

ュリティー機能の強化を含めて、2025年度までに統一したものを示すという観

点で、10分の10の補助事業として交付されるものでございます。主なものは児

童手当や固定資産税、子ども・子育て支援事業などのシステム改修に伴うもの

でございます。 

 続きまして、節の14、スポーツ振興くじ助成金でございます。こちらにつき

ましては、いわゆるＴｏＴｏという形の事業費で、補助率は５分の４になりま

す。こちらは、部活動等の移行を見据えたモデル事業として助成されるもので

ございます。 

 その下、節15、雑入になります。主なものにつきましては、足柄上地区資源

循環処理施設整備調整会議事務従事者等に伴う負担金、古民家基礎納付額の雑

入やふれあい農園地代負担金などに伴うものでございます。 

 続きまして、款、町債でございます。節、１、交通安全施設等整備事業債で

ございます。こちらにつきましては、南口駅前広場整備事業でございます。 

 36、37ページになります。節、道路整備事業債でございます。こちらにつき

ましては、町屋踏切によるものでございます。 

 続きまして、先ほどのとおり防災施設等整備事業債でございます。小田原市

消防と広域消防の施設整備事業の負担金に伴うものでございます。 

 教育施設等の整備事業につきましては、太陽光によるものでございます。 

 臨財債につきましても、4,000万円を本年度計上しているものでございます。

以上でございます。 

議 会 事 務 局 長  歳出に入ります。予算書38、39ページ、説明資料15ページをお願いいたしま

す。款・項・目ともに議会費でございます。 

１、議員及び職員人件費に要する経費は、議員報酬及び手当、事務局の人件

費が主なものでございます。 

 ２、議会活動に要する経費の主なものといたしまして、議会だよりの発行経
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費、議事録作成経費、政務活動費。新規事業といたしまして、タブレット端末

導入にかかる経費を計上させていただいております。以上でございます。 

総  務  課  長  続きまして、款、総務費、項、総務管理費でございます。 

１、職員給与費の２、給料では、特別職２名、職員43名分の給与費でござい

ます。 

 恐れ入ります。次ページ、42ページ、43ページをお開きください。説明欄２、

一般管理事務に要する経費の（１）一般事務経費は、７、報償費の主なものは、

産業医報酬としまして、職員が健康で快適な環境のもと、職務を行えるよう、

指導・助言を行う医師の報償を計上しておるものでございます。 

 恐れ入ります。次ページ、44ページ、45ページをお開きください。続きまし

て説明欄12、委託料でございます。職員管理として、職員健康診断委託料を、

その他役場庁舎の警備委託料や行政手続整備支援委託料を計上しております。 

 恐れ入りますが、46ページ、47ページをお願いいたします。（５）指定管理

選定委員会では、指定管理者選定委員会外部委員報償を新たに計上しておりま

す。 

参事兼政策推進課長  それでは、目、文書広報費でございます。説明欄のほうで、広報広聴に要す

る経費。主なものにつきましては、広報の発行事業、また本年度は松田フォト

コンテストなどを行うための事業経費となってございます。主に情報発信、町

の魅力を伝えるための取組に関する経費でなってございます。 

 続きまして48、49ページになります。財政管理に要する経費でございます。

こちらは財政運営を推進していくための経費となってございます。以上です。 

総  務  課  長  次の財産管理費でございます。（１）財産管理経費では、12、委託料の主な

ものとしまして、町有林整備委託料を11.1ヘクタールの間伐と整備に係る測量

4.63ヘクタールを実施してまいります。 

 次ページ、50ページ、51ページをお願いいたします。27の繰出金は、町屋地

区の土地購入に対する借入金返済に充てるものとして、用地取得特別会計への

繰出金を計上しております。 

 （３）の庁舎管理経費の14、工事請負費は、庁舎３階ＯＡ室のエアコン改修
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工事を新たに計上しております。 

恐れ入りますが、次ページ、52ページ、53ページをお開きください。（４）

の町営臨時駐車場管理経費は、ＪＲ松田駅前の臨時駐車場、仲町屋臨時駐車場

の管理にかかる経費を計上しております。 

 （５）の地域集会施設等管理委託経費では、新規事業としまして、公共施設

個別施設計画に基づき、長寿命化工事としまして河内児童センターと田代地域

集会施設の改修工事を計上しております。 

 恐れ入ります。次ページ、54ページ、55ページをお願いいたします。住宅管

理経費でございます。１の町営住宅管理経費では、14、工事請負費では、町営

住宅解体整備工事としまして、沢尻住宅２棟、中河原住宅１棟の解体工事を、

（２）の住宅整備事業管理経費は、12、委託料としまして、籠場地区町営住宅、

町屋地区町営住宅にかかる経費で、その維持管理運営委託料を計上してござい

ます。以上です。 

会 計 管 理 者  それでは、48、49ページをお開きください。会計管理費でございます。出納

事務に係る一般管理経費を計上してございます。以上でございます。 

参事兼政策推進課長  それでは、54、55ページになります。目の７、企画費でございます。こちら

につきましては、企画調整事務に要する経費といたしまして、主なものにつき

ましては、広域連携で進めている事業の負担金、また、56、57ページになりま

すが、総合計画等の推進に関する経費、そして（３）の自治体交流事業、いわ

ゆる姉妹町のですね、産業まつりの委託料等を計上してございます。 

 （４）の定住少子化対策事業につきましては、新たにですね、委託料として、

お試し住宅運営委託料を計上しているところでございます。 

 58、59ページになります。主に上段のですね、継続事業でございますが、住

宅奨励金のですね、事業を継続することと、新たにですね、一番下のですね、

空き家改修・解体補助金を計上しているところでございます。 

 そのほか（５）ふるさと納税管理経費でございます。それと、主なものは、

ＩｏＴの宅配自動販売機賃借料、またですね、（８）になります。チルドレン

ファースト推進事業を継続して行うこととしてございます。なお、令和５年度
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におきましては、こちらもですね、協議会をつくって推進していくための報償

等を計上しているところでございます。 

 新たにですね、（９）として、官民連携推進事業を推進してまいります。主

なものにつきましては、60ページ、61ページとして、アドバイザー等に伴う嘱

託員の報酬を計上しているところでございます。 

 続きまして、シティプロモーション・おもてなし推進事業の経費を計上して

ございます。継続事業として推進するものでございます。主なものにつきまし

ては、引き続きですね、シティプロモーション、委託料になります。シティプ

ロモーション用の商品開発事業を計上しているところでございます。 

 そして３番になります。まち・ひと・しごと創生総合戦略推進に関する経費

でございます。こちらも継続事業ではございますが、県西地域活性化プロジェ

クト推進事業といたしまして、委託料に計上しております関係人口創出支援委

託料や地域魅力向上促進事業などを推進するための経費となってございます。 

 62、63ページになります。こちらにつきましては、（２）創生推進拠点施設

の管理事業でございます。今年度、令和５年度につきましては、委託料ですね、

樹木管理委託料として、伐採等の委託料を新規に計上しているところでござい

ます。以上でございます。 

総  務  課  長  ８番の町政連絡費はですね、（１）一般事務経費のうち、主なものはですね、

１、報酬の行政協力委員の26名分の報酬と、12、委託料では拡充事業としまし

て、行政協力委員に配付していますタブレットの情報伝達・共有に関する利便

性を向上するための機能を強化する委託料を計上しております。以上です。 

参事兼政策推進課長  それでは、目、電算管理費でございます。（１）の住民情報システム管理費

でございます。こちらにつきましては、住民情報のいわゆるシステムに伴う各

種機器の管理等に伴うものでございます。主なものにつきましては、18、負担

金補助及び交付金でございます。神奈川県町村情報システム共同事業組合負担

金でございます。本年度につきましては、新たにマイナンバーカードでの引っ

越しワンストップ、旅金照会オプションの共通納税に伴うアウトソーシング等

の事業も計上され、またですね、10分の10の補助事業なんですが、国が推進す



38 

 

る先ほどの標準システムの移行がございます。こちらにつきましても、ここに

計上されているところでございます。 

 続きまして、64、65ページになります。（３）の電子自治体推進事業です。

こちらの事業につきましては、県及び県内市町村が共同で申請、届出等の手続

を電子化し、行政間の相互に接続をしていくための事業費となってございます。 

 （４）の庁内ＬＡＮ関係経費でございます。こちらは各種町のサーバーや職

員用のパソコン、庁内のＬＡＮに接続している事務機器や、その回線などの維

持管理などに関する経費でございます。以上です。 

町  民  課  長  最下段、目、寄出張所費でございます。寄出張所の管理運営費として、光熱

水費など施設の維持管理費の経費となりますが、66、67ページを御覧ください。

主なものといたしまして、27、繰出金の国民健康保険診療所事業特別会計で計

上しております国保診療所と寄出張所の事務を兼務する会計年度任用職員１名

分のうち、寄出張所の事務相当分を負担する国民健康保険診療所事業特別会計

繰出金を計上してございます。以上です。 

総  務  課  長  目、交通防犯安全対策費でございます。交通安全と防犯に要する経費でござ

います。（２）の交通指導隊運営事業の主なものとしましては、１、報酬の交

通指導隊員20名分の報酬を計上しております。 

 次ページ、68ページ、69ページをお願いします。５の防犯活動事業は、13、

使用料及び賃借料で、町内1,106灯のＬＥＤ防犯灯リース料を計上しておりま

す。以上です。 

参事兼政策推進課長  それでは、目、地域交通対策費でございます。こちらにつきましては、引き

続きですね、地域公共交通の活性化に向けた事業費、地域公共交通会議に対す

る謝礼等を含めてございます。また、継続事業といたしまして、負担金補助及

び交付金に記載されている３つの事業、そして一番下の地域公共交通会議負担

金では、この負担金は地域公共交通計画策定のために交通会議に負担する事業

費となってございます。 

 （２）、新たにですね、新モビリティサービス推進事業でございます。こち

らにつきましても、法定会議の委員さんの報酬を含めてですね、事業展開をし



39 

 

ていくものでございます。 

 70、71ページになります。主なものにつきましては、委託料でございます。

ＡＩオンデマンドバス実証実験実施に伴う委託料を計上させていただいている

ところでございます。以上です。 

総  務  課  長  13、諸費でございます。こちら18番の負担金補助及び交付金としまして、町

内自治会に交付する松田町外三ヶ町組合配分金を計上しております。以上でご

ざいます。 

税  務  課  長  項、徴税費、目、税務総務費は、税務管理事務に要する経費でございます。

説明欄、負担金の地方税共同機構負担金では、個人町民税の普通徴収分、固定

資産税、軽自動車税など、パソコンやスマートフォンなどを利用してクレジッ

トカードやインターネットバンキングなどによる電子納付を可能とするなど、

納付方法の拡充をするための負担額が加わり、増額となっております。 

 また、法改正に伴う対応といたしまして、令和６年度から森林環境税を個人

町民税と併せて徴収するためのシステム改修や、町たばこ税の電子申告化、個

人町民税の特別徴収税額通知の電子化に伴い、システム改修を要することから、

神奈川県町村情報システム共同事業組合へ支出する負担金を新たに計上してお

ります。 

 目、賦課徴収費では、説明欄、役務費の手数料でございます。個人町民税の

特別徴収分いわゆる給与天引分を納税義務者である事業所が金融機関の窓口で

お支払いをされた場合、町から金融機関へ支払う収納手数料として１件330円、

9,000件分、297万円を新たに計上しております。 

 恐れ入ります、１ページおめくり頂きまして、72、73ページをお願いいたし

ます。説明欄（２）収納対策事業の役務費の手数料でございます。滞納者の預

金等の調査について、これまで紙媒体により郵送で行っていたものを、オンラ

イン化するための経費59万5,000円を新たに計上しております。以上でござい

ます。 

町  民  課  長  中段、項・目ともに戸籍住民基本台帳費は、住民票の写しや印鑑証明、個人

番号カードなどの発行のための費用でございます。歳出の主なものとしまして
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は、（１）一般事務経費では、74、75ページを御覧ください。18、負担金補助

及び交付金として、引っ越しワンストップ支援サービスの導入費は、神奈川県

町村情報システム共同組合へ負担金を支出するもので、マイナンバーカードを

使用して転入や転出の手続ができるようにするシステムの導入費用でございま

す。 

 （２）戸籍電算システムの管理経費の主なものは、戸籍電算システム債務負

担行為による賃借料と、戸籍クラウド等利用料が主なものでございますが、13、

委託料のうち、戸籍電算システム改修委託料につきましては、法改正に基づく

戸籍における読み仮名を付する改修費用でございます。こちらにつきましては、

全額国庫補助が財源措置されてございます。 

 （３）の会計年度任用職員給与費は、マイナンバーカード交付事務等の窓口

業務サービス従事者３名分の報酬と期末手当でございます。以上です。 

総  務  課  長  款、総務費、項、選挙費、目２、県知事及び県議会議員選挙ではですね、

（１）報酬につきましては、選挙管理委員会委員や投票管理者及び立会人等の

報酬を計上しております。 

 次ページ、76、77ページをお願いいたします。３の職員手当等につきまして

は、選挙事務に係る職員の時間外勤務手当及び投開票事務従事者手当を計上し

ております。 

 目３、町会議員選挙のうち12、委託料の主なものにつきましては、町内62か

所のポスター掲示場の製作、撤去にかかる経費を計上しております。 

 次ページ、78ページ、79ページをお願いいたします。18、負担金補助及び交

付金は、選挙運動に係る自動車、ビラ、ポスターの費用の一部を負担するもの

でございます。以上です。 

参事兼政策推進課長  それでは、項、統計調査費、目、統計調査総務費でございます。こちらにつ

きましては、継続的に統計事務に関する経費と、２番目の基幹統計事務に関す

る経費、こちら10分の10の補助事業となっております。いわゆる国の行政機関

が作成する統計のうち、総務大臣が指定する特に重要な統計として推進するも

のでございます。 
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 続きまして、80ページ、81ページになります。監査委員費でございます。毎

月の例月出納、定期監査、決算審査、その他補助団体の監査、各種研修という

ところの経費を計上させていただいているところでございます。以上です。 

福  祉  課  長  それでは、款の３、民生費、項の１、社会福祉費の説明をさせていただきま

す。 

目の１、社会福祉総務費では、職員給与費のほか、１枚おめくり頂き、82、

83ページになります。大事業、社会福祉業務に要する経費におきまして、健康

福祉センター指定管理委託料及び町社会福祉協議会補助金を計上しております。

この指定管理につきましては、令和７年度まで松田町社会福祉協議会に指定管

理をする旨、債務負担行為をお認め頂いているところでございます。 

 続きまして、84、85ページお願いいたします。上段になります。05、感染症

総合対策事業におきまして、高齢者等移動手段確保助成金いわゆるタクシーの

初乗り運賃補助において、コロナ禍における高齢者等の外出支援を引き続き行

ってまいります。 

 その下、３、繰出金に要する経費では、国民健康保険事業特別会計及び介護

保険事業特別会計に法定割合に基づく繰り出しをそれぞれ行うものでございま

す。 

 続きまして、目の２、老人福祉総務費でございます。後期高齢者医療運営事

業は、後期高齢者広域連合へ負担する経費及び後期高齢者医療特別会計への繰

出金を計上してございます。 

 続きまして、１枚おめくり頂き、86、87ページをお願いいたします。敬老会

関係では、敬老祝金及び敬老会開催に関わる経費を計上し、（５）高齢者生き

がい事業では、松田町シルバー人材センターの職員の人件費の費用のうち半額

を負担するものでございます。 

 続きまして（８）高齢者等見守り事業では、独居高齢者のうち身寄りのない

方を中心に従来の電話方式の見守りのほか、ロボットやデジタルツールを利用

した見守りを行って、安心・安全を推進してまいります。 

 最下段、フレイル予防事業では、介護と医療の一体化を目指し、フレイル予
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防サポーターを育成し、フレイル予防の周知啓発など地域に浸透させる事業に

取り組んでまいります。 

 88、89ページを御覧ください。目の３、障害者福祉費でございます。（２）

重度障害者医療費といたしまして計上している経費は、障害者手帳をお持ちの

方のうち重度の方の医療費扶助費を、（３）障害福祉サービス等給付事業では

補装具等を含めた障害福祉サービスの給付費を計上しております。 

 おめくり頂きまして、90、91ページをお願いいたします。（４）地域生活支

援事業でございます。障害者の方の地域におけるですね、日常生活における支

援を行うものでございます。（５）障害者機能訓練・社会参加支援・啓発事業

は、障害者の就業、生活支援センター事業運営費負担金として、障害者の職業

生活における自立支援を目的とした相談支援事業を行うための経費などでござ

います。地域活動支援センターは、施設利用者の創作活動等の機会の提供など

の支援を行い、医療的ケア児コーディネーター負担金は、医療的ケア児のコー

ディネーター配置を県西地区にて行うための負担金となります。 

 目の４、国民年金費では、国民年金事務に要する経費を計上しております。

民生費、社会福祉費の説明は以上でございます。 

子育て健康課長  続きまして、同じページ、90、91ページの一番下段から始まります款の３、

民生費、項の２、児童福祉費でございます。児童福祉費は、乳幼児を育成する

ための助成や支援についての事業、児童を養育するための扶助や就労家庭の乳

幼児を預かる保育所に対して委託料や補助金の支給を行うなどの事業に伴う経

費を計上しております。 

 前年度との比較では増額となっております。増額の主な要因としましては、

95ページを御覧ください。下段の目２、児童措置費の扶助費、子どものための

教育・保育給付費では、保育士の処遇改善による増額と、小規模保育所なのは

な保育園が再開して２年目であり、園児の増加を見込んで増額計上しておりま

す。この子どものための教育・保育給付費は、令和４年度は委託料で計上して

おりましたが、性質を考え、令和５年度より扶助費で計上しております。 

 また、93ページの目１、児童福祉総務費の中で、令和４年度では感染症総合
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対策事業の負担金補助及び交付金に計上しておりました子育て応援給付金と報

酬に計上しておりました母子保健コーディネーター１名分の報酬を、令和５年

度は105ページに飛んでいただきますと、項１、保健衛生費、目２、予防費の

一番下、出産・子育て応援事業に移しております。そのため、目１、児童福祉

総務費は減額となっておりますが、項２の児童福祉費全体では増額となってお

ります。 

 93ページにお戻りください。項２の児童福祉費の拡充事業としましては、93

ページ、目１の児童福祉費…（「もうちょっとゆっくりお願いします。」の声

あり）93ページの目１、児童福祉総務費、（４）子育てセンター・ファミリー

サポート事業の中で、17、備品購入費の施設用備品として、子育て支援センタ

ーの遊具購入を計上しております。 

 97ページのほうを御覧ください。目２、児童措置費の中の（４）小規模保育

所事業では、小規模保育所なのはな保育園の照明器具に不具合があるため、１

階部分の照明器具の取替え工事を計上しており、また、遊具の備品購入費も予

算計上をしております。 

 令和４年度感染症総合対策事業に計上しておりましたひとり親家庭等支援金

は、95ページ、目１、児童福祉総務費の中の新たにですね、（８）ひとり親家

庭等支援事業のひとり親家庭等支援金として計上をしております。 

 続きまして、99ページを御覧ください。款４、衛生費、項１、保健衛生費を

御覧ください。項１、保健衛生費には令和４年度まで新型コロナウイルス感染

症対策事業がございましたが、令和５年度の当初予算では計上していないため、

その分が大きく減額となっております。この保健衛生費は、医師会など関係団

体への負担金、庁用車１台分の管理経費、県西地域活性化プロジェクト推進事

業のほか、乳幼児から後期高齢者までの健康関連事業の経費を計上しておりま

す。また、この中には寄簡易水道事業特別会計繰出金もここに計上をされてお

ります。 

 それでは、新規事業の説明に入らせていただきます。101ページを御覧くだ

さい。前ページから続いております（１）一般事務経費、18、負担金補助及び
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交付金、この一番最後のところに小田原市休日・夜間急患診療所及び休日歯科

診療所運営費負担金を計上しております。こちらは、足柄上休日急患診療所が

診療を行わない休日及び夜間に、小田原休日急患診療所を利用された住民の実

績により、令和５年度より運営費の一部を負担することになりました。 

 同じページ、下段に４、まち・ひと・しごと創生総合戦略推進に要する経費、

（１）の県西地域活性化プロジェクト推進事業では、未病関連事業として、17、

備品購入費の事業用備品として、水素酸素発生器２台とＡＩ健康測定機の購入、

12、委託料では、その保守委託料を新たに計上しております。この事業は「自

分の健康は自分で守る」を目標に、御自分の健康に興味を持っていただき、健

康維持につなげることを目的とした事業でございます。 

 105ページを御覧ください。（５）の後期高齢者保健事業では、12、委託料

に高齢者健康診査受診率向上事業委託料を新規に計上しております。この事業

は、国から10分の10の補助により、受診者の増加を目的としております。方法

については何種類かの勧奨通知を作成し、その方に合った内容の通知をお送り

する方法など、多くの方の受診につながる方法を考えております。 

 105ページ、下段からの（６）出産・子育て応援事業は、中事業を新たに追

加しております。この事業は、次のページを御覧ください。107ページ、一番

上、18、負担金補助及び交付金の中に令和４年度より開始した国の出産・子育

て応援給付金のほか、冒頭で説明いたしました令和４年度までの子育て応援給

付金をここに移し、新生児には松田すこやか祝金として２万円増額した５万円

を、１、２歳児に対しては子育て支援給付金と名称を変更して、令和４年度と

同額の３万円を計上しております。また、国の事業である伴走型相談支援を実

施するため、１の報酬に母子保健コーディネーター３名分の報酬をここに計上

しております。 

 項１、保健衛生費の拡充事業としましては、103ページにもう一度お戻りく

ださい。ここの（１）母子保健事業、12、委託料の中に３歳児健康診査委託料

がございます。この中に視覚屈折検査を追加いたしました。 

 19、扶助費、こちらの産後ケア応援助成金は、昨年度までは感染症総合対策
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事業に計上しておりました。５年度はここに計上しております。以上が説明と

なります。（「視覚の後、申し訳ないけど、もう一回。」の声あり）早すぎま

した。申し訳ないです。３歳児、103ページの１の母子保健事業の12の委託料

の中に、３歳児健康診査委託料がございます。そこに視覚屈折検査を追加しま

した。19の扶助費の産後ケア応援助成金、ここは昨年度までは感染症総合対策

事業に計上しておりましたが、令和５年度よりこちらの母子保健事業に計上し

ております。以上になります。 

環境上下水道課長  目の３、環境対策費でございます。108、109ページをお願いします。（４）

鳥獣防除対策事業につきましては、従来から実施しております鳥獣防止柵の設

置補助などに加えて、本年度に完成しましたジビエ処理加工施設の運営に要す

る経費を計上しております。 

 （５）小田原市斎場事務等に要する経費につきましては、斎場の運営に係る

事務委託及び斎場火葬炉の改修に係る経費を計上しております。 

 （６）再生可能エネルギー利用促進事業につきましては、脱炭素社会の実現

に向けた再生可能エネルギーの利用及び省エネの推進に係る経費でございます。

主なものとしましては、引き続き災害時に非常用電源としての活用に協力して

いただくことを条件とした電気自動車等購入補助や、一般家庭の太陽光システ

ムの購入補助、また新たに住宅用電気自動車充電用設備の設置経費への補助を

計上しております。 

 110、111ページをお願いいたします。（８）河川・水路自然浄化対策推進事

業につきましては、水源環境保全・再生事業調査委託料でございます。生態系

に配慮しました河川・水路の整備及び効果の検証に係る事業で、今年度も引き

続き県の水源環境税を利用した寄川戸川下流部の事前調査計画策定を行うもの

でございます。 

 次に、款、衛生費、項、清掃費、目、塵芥処理費の主な経費につきましては、

（１）一般事務経費、足柄東部清掃組合負担金、一般廃棄物の共同処理のため、

中井・大井・松田の３町で構成する足柄東部清掃組合の運営や、廃棄物処理に

ついての費用に対する負担金でございます。 
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 その下、あしがら上地区資源循環型処理施設整備調整会議負担金につきまし

ては、足柄上地区１市５町の廃棄物処理の広域化に向けた検討及び調整に係る

事務局職員の人件費及び事務費に対する負担金でございます。 

 （４）廃棄物収集運搬委託事業につきましては、町内で排出される燃やすご

み、不燃ごみ、資源ごみなど一般廃棄物を適正に処理するため、収集運搬業務

委託に関する経費を計上しております。 

 112、113ページをお願いいたします。目２、し尿処理費の主な経費につきま

しては、（１）一般事務経費、合併処理浄化槽整備費補助金、河川等の水質向

上を図るため、寄地区における単独処理浄化槽及び汲み取り便槽からの合併処

理浄化槽への転換を行う際の費用の一部を補助するものでございます。 

 足柄上衛生組合負担金につきましては、足柄上地区１市５町で構成する足柄

上衛生組合のし尿処理施設足柄衛生センターの運営に係る費用に対する負担金

でございます。以上です。 

観 光 経 済 課 長  それでは、観光経済課でございます。款の５、同じページですね。款の５、

農林水産業費、項１、農業費におきましては、目の１、農業委員会費を御覧く

ださい。農業委員さん８名の報酬や関係いたします団体等の負担金となってご

ざいます。令和５年度は現委員の３年の任期が満了し、改選となりますことか

ら、選考委員の報酬も計上してございます。 

 ２枚おめくりいただきまして、117ページをお願いいたします。目の３、農

業振興費につきましては、一般事務経費のですね、節の12、農業振興地域整備

計画変更業務委託料でございます。本年度に実施いたしました現況調査等の結

果を反映し、この計画を変更いたすものでございます。 

 節の18につきましては、中ほどぐらいですかね、被災農地復旧事業補助金は

本年度からの継続でございます。その下に３つほど、また補助金、こちらにつ

いては新規の事業となってございます。新規就農者等担い手支援補助金は、町

内の農地において新規就農者を含めた借り手等の参入を促進するものでござい

ます。農業支援隊活動補助金、こちらは地域で不足する労働力をカバーされて

いる団体等を支援するもの、農機具電動化補助金は環境配慮型の電動農機具へ
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の更新を補助するものでございます。３の里地里山保全事業については、継続

して３団体への補助金、こちら県補助金を活用して支援をさせていただきます。 

 （４）の感染症総合対策事業については、こちらについても継続的に農業経

営収入保険の関係の加入促進補助を継続してまいります。 

 目４、自然休養村管理経費におきましては、おめくりいただきまして、119

から121ページにもかけてでございます。自然休養村管理センター、農と交流

拠点施設、みやま運動広場、寄ロウバイ園、ふれあい農林体験施設などの指定

管理委託や借地等に要する管理経費となってございます。 

 119ページのですね、節の14、みやま運動広場遊具整備工事につきましては、

広場設置の遊具等の更新をするものでございまして、121ページの節14でござ

います。宇津茂管理休憩施設改修工事につきましては、ロウバイ園のトイレを

改修をいたすものでございます。 

 項の２、林業費、目１、林業振興費におきましては、新規事業といたしまし

て、121ページですね、節の12、森林経営管理意向調査委託料でございます。

森林環境譲与税を活用して、森林の管理や整備手法を決めるための意向把握調

査を実施いたします。 

 おめくり頂きまして、123ページをお願いいたします。上の（３）ですね、

地域水源林整備事業は、かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画に基づき、

地域水源林と位置づけた民有林の整備を支援いたします。 

 その下、（４）ナラ枯れ対策事業についても、本年度からの継続事業となっ

てございます。 

 おめくり頂きまして、123ページ…同じページですね、すみません。125ペー

ジですね、款６、商工費、項１、商工費、目２、商工振興費となります。（２）

の勤労者福祉事業につきましては、住宅資金利子補助や生活資金の低率融資を

実施いたすものでございます。 

 （３）商工振興対策事業は、商工会や商工振興会の活動を支援する援助、補

助及び産業まつりの開催委託料となってございます。 

 （６）の感染症総合対策事業につきましては、主に商工振興会のほうで実施
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していただいておりますプレミアム商品券、20％のプレミアムで発行総額は6,

000万円を予定してございます。 

 おめくり頂きまして、127ページでございます。（７）買い物環境向上事業

は新規事業でございます。アンケート等でニーズが非常に高い町内の買い物環

境の向上につきまして、町民や関係者の皆様で組織をいたします協議会を設置

し、その方向性を御議論頂く予定でございます。 

 続きまして、項２、観光費、目１、観光振興費でございます。最下段、節の

14ですね、みどりの風遊歩道整備工事につきましては、台風の影響等で崩落し

てしまっている一部通行が困難な箇所を整備いたすものでございます。 

 おめくり頂きまして、129ページとなります。（２）観光宣伝事業につきま

しては、桜まつりなどの町の主要イベントを担っていただく観光協会への補助

金や、広域連携で実施しております花火大会に係る負担金等が主なものでござ

います。 

 （４）観光スポーツ施設管理費につきましては、教育課から所管替えをいた

します神山ふれあい広場、寄テニスコートの管理経費を、また川音川パークゴ

ルフ場につきましては、指定管理委託料として公園管理費から目替えをして集

約したものでございます。 

 最下段でございます。こちらも新規事業となりますが、（５）松田山活性化

事業につきましては、おめくり頂きまして、131ページでございます。松田山

のすぐれた自然環境や眺望を生かすとともに、過大なる農地や森林の保全を図

ることで、調和のとれた活性化の方向性を関係者で検討する協議会に係る費用

となってございます。 

 続きまして、目の２、公園管理費となります。（１）公園管理事務経費につ

きましては、西平畑公園、最明寺史跡公園、川音川親水公園、こちらの３公園

を除いた町内の16公園の清掃など維持管理に要する経費となってございます。 

 この中の節の14、宮下児童公園環境整備工事は、樹木の伐採やトイレの改修

を、また店屋場公園につきましては、トイレの洋式化改修を予定してございま

す。 
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 （２）西平畑公園管理経費につきましては、おめくりください。133ページ

となります。公園内の建物施設を除きましたふるさと鉄道の運行、駐車場の管

理委託、草刈り等の維持管理に要する経費となってございます。 

 節の14、西平畑公園給水ポンプ改修工事につきましては、園内に送水する給

水ポンプが老朽化等により不安定な状況にございます。そのため改修をいたす

ものでございます。 

 （３）ハーブガーデンの管理費につきましては、特に地域振興の役割を担い

ますハーブ館におきまして、設備の保守や点検等の委託、さらに売店等で販売

いたします商品の仕入れや賄い材料費が主な支出となってございます。 

 おめくり頂きまして、135ページをお願いいたします。節の14、ハーブ館エ

アコン設置工事につきましては、売店の所在する施設の１階に２台の設置を予

定してございます。 

 おめくり頂きまして、137ページをお願いいたします。（７）で、会計年度

任用職員の報酬でございますが、こちらには西平畑公園、ハーブ館、子どもの

館、自然館、最明寺史跡公園、こちらの業務に従事される方の報酬を計上して

ございます。 

 おめくり頂きまして、139ページですね。まち・ひと・しごと創生総合戦略

推進に係る経費におきまして、（１）です。県西地域活性化プロジェクト推進

事業につきましては、機械化をいたしました西平畑公園の駐車場の料金システ

ム運用に係る経費となってございます。観光経済課所管については以上となり

ます。 

参事兼まちづくり課長  引き続きまして、138、139ページ、款の７、土木費でございます。参考資料

２、予算説明書でございますと29ページからになります。それでは、中段、目

の１、土木管理…失礼しました。項の１、土木管理費、目の１、土木総務費で

は、職員人件費に要する経費を計上しております。 

 次のページをお願いいたします。140、141ページでございます。上段、12、

委託料でございます。道路法に基づく道路台帳の補正業務を隔年で行っており

ます。 
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 続きまして、下段、地籍調査事業の12、委託料でございますが、毎年実施し

ております地籍調査事業として、河内地内の７ヘクタールの境界立会いを実施

し、地籍図を作成し、面積の確定を行います。 

 次のページ、142、143ページをお願いいたします。上段、項の２、道路橋梁

費、目の１、道路橋梁費の主なものといたしましては、光熱水費でございます。

道路照明灯や町道５号線可動橋ポンプ室の電気料などを計上しております。 

 続きまして、中段、目の２、道路維持費でございます。道路維持に要する経

費として、町道の小規模補修費、町道のり面草刈り委託などの日常の維持管理

を計上してございます。 

 下段、（２）道路補修事業といたしましては、生活道路、道路安全施設、町

道舗装補修、路面標示などと、寄11号線の舗装、寄６号線の舗装、２－１の側

溝補修、19－１－４の路肩補修などを計上しております。参考資料１の工事予

定箇所説明書の８ページから15ページに平面図、標準横断図を記載しておりま

すので、後ほど御高覧ください。 

 144、145ページをお願いいたします。上段、目の３、道路新設改良費です。

道路新設改良事業として、用地取得に伴う登記書類作成や、ＪＲ東海との協議

による町道19号線町屋踏切の改良は、令和４年、５年の継続事業として拡幅事

業を委託しております。また、立花学園高校の前から下流、川音川堤防道路の

町道16号線の拡幅改良を実施するための道路の予備設計を行い、新たな宅地開

発に対応した道路の線型や幅員を検討いたします。拡幅事業といたしましては、

14、工事請負費になります。町道10－１号線道路改良、19号線町屋踏切です。

それから、15号線の道路改良工事を計上しております。なお、参考資料１、工

事予定箇所説明書16ページから21ページに平面図及び標準横断図を記載してお

りますので、後ほど御高覧ください。併せて、改良が予定されます道路の用地

補償、建物工作物の補償も計上しております。 

 続きまして、中段、目の４、橋梁維持費では、橋梁に要する経費、橋梁維持

に要する経費、橋梁点検委託料では法で定められている５年ごとの点検を実施

しております。令和５年度は東名高速道路をまたぐ西山橋、城山橋を含む６橋
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を予定しております。 

 続いて下段、目の３、河川費…失礼しました。項の３、河川費、目の１、河

川総務費では、河川の維持に係る経費を計上しております。 

 次のページ、146、147ページをお願いいたします。上段、項の４、都市計画

費、目の１、都市計画総務費では、用途地域の見直しに係る都市計画図書の作

成業務は、宅地の住宅地に工場の建ち並びのある区域に既存の施設を活用した

改築ができるよう、用途変更や地区計画を検討するものです。また、第８回線

引き見直しに係る図書作成業務委託は、令和３年、４年で県下一斉に実施して

おります都市計画基礎調査を基に見直しに係る図書を作成いたします。 

 さらに中段でございます。木造住宅耐震化推進のための耐震診断補助、耐震

工事の補助、危険ブロック撤去の補助、耐震ベッドなど減災に向けた補助金を

計上してございます。 

 続きまして下段でございます。新松田駅周辺事業では、新松田駅北口再開発

支援及び設計業務委託料は、令和５年度に再開発組合設立に向けて地権者、町

を支援し、民間事業協力者との調整業務を行い、集約施設等の建設に向けた取

組を促進させます。また、北口駅前広場の基本設計を継続して行い、警察協議

や各交通事業者との協議を行い、広場の面積・機能を検討し、設置施設を定め、

都市計画決定に向けた資料作成を実施します。また、新松田駅周辺事業に備え、

基金を積み立ていたします。 

 次のページをお願いいたします。148、149ページになります。続きまして目

の２、都市整備事業費では、新松田駅南口駅前広場整備事業に要する費用を建

物工作物調査委託、用地買収費、物件補償などを計上しております。南口駅前

広場整備事業では、用地取得を最優先とし、根気強く交渉してまいります。 

 次に中段、目の３、都市排水路費では、柳田地内都市排水路補修工事を計上

させていただきました。参考資料２、31ページ、工事箇所は土砂により水路が

閉塞した素彫りの水路であります。参考資料１、工事予定箇所説明表の22、23

ページを後ほど御高覧ください。 

 続きまして目の４、土木費です。すみません。下水道費です。下水道事業特
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別会計の繰出金として、下水道事業の122件分の長期債元金返還金などに充当

するものです。 

 続きまして項の５、住宅費です。目の１、住宅建設費。家屋購入費及び町営

住宅基金積立てとして計上しております。土木費は以上でございます。 

総  務  課  長  続きまして、款の消防費、項の消防費でございます。恐れ入りますが、次ペ

ージ、150ページ、151ページをお願いいたします。目の１、常備消防費でござ

いますが、常設消防に要する経費としまして、12、委託料は小田原市消防本部

足柄消防署松田分署の建て替え用地に係る土地・建物調査委託料と、16の公有

財産購入費は建て替え用地の用地買収費を、18、負担金補助及び交付金は、小

田原市消防本部の負担金を計上しております。 

 続きまして、目の２、非常備消防費の主なものは、消防団員の年額報酬や13、

使用料及び賃借料では新規事業としまして消防団員の参集や情報提供、出動記

録を一元管理する消防団管理アプリを新たに計上しております。 

 続きまして、目の３、消防施設費でございます。次ページ、152ページ、153

ページをお願いいたします。２の消防施設整備に要する経費の14番、工事請負

費は、公共施設個別計画に基づき、長寿命化工事としまして、築35年が経過し

ました老朽化施設、第２水防倉庫の改修工事を新たに計上しております。 

 目の４の災害対策費ですね、（１）一般事務経費の18番、負担金補助及び交

付金では、新規事業としまして、法律で設置が義務づけられています火災報知

器設置に伴う助成金を計上しております。 

 恐れ入ります。次ページお願いいたします。施設管理経費の委託料としまし

て、松田中学校に設置されております耐震性貯水槽の保守点検料を、14番の工

事請負費は町屋の防災倉庫の周辺整備工事を新たに計上しております。 

 （３）の自主防災育成強化事業では、拡充重点事業としまして、報償費では

防災講演会を定期的に開催しまして、町民の防災意識の高揚を推進するため、

防災講演会の講師の謝礼や、18番、負担金補助及び交付金では防災士の資格取

得補助金は各種防災活動の指導的役割を強化するために、防災士資格取得事業

により防災士を養成するための助成を新規に計上しております。また、拡大事
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業としましては、（４）の防災資機材整備事業の10番、需用費では備蓄用非常

食の購入や、17番の備品購入費では非常時の対応を強化するため、老朽化した

発電機をインバーター発電機に交換するための購入費を計上しております。 

 ７の感染症総合対策事業費につきましては、避難所において新型コロナウイ

ルス感染症が拡大することを防止するための消耗品を計上しております。総務

課は以上でございます。 

議      長  暫時休憩します。休憩中に昼食をとってください。午後は１時から再開しま

す。                           （11時51分） 

議      長  休憩を解いて再開します。                （13時00分） 

 議案第12号令和５年度松田町一般会計予算の引き続き細部説明を行います。 

教  育  課  長  154ページ、155ページをお開きください。９、教育費になります。次のペー

ジ、156、157ページをお願いいたします。項、教育総務費、目、教育委員会費

でございます。教育委員会費につきましては、教育委員４名分の報酬が主なも

のでございます。 

 中段の目２、事務局費になります。事務局職員、幼稚園職員、教育長の人件

費が主なものでございます。 

 次のページ、158、159をお願いいたします。上段の目２、事務局費、（３）

会計年度任用職員給与費につきましては、英語教育講師４名及び幼稚園バス運

転手１名分の給与でございます。英語教育講師を４名に増員し、園児・児童・

生徒の英語教育の強化を図るものでございます。 

 下段の２、幼稚園、学校教育活動全般に要する経費、（１）一般管理経費に

つきましては、幼稚園、学校教育活動全般に要する経費で、教育委員会事務局

及び学校保健に関わる経費などでございます。 

 少し進んで162、163ページをお願いします。中段から少し下の（７）英語教

育推進事業につきましては、外国語指導助手を複数配置し、ＡＬＴが授業に入

る回数を増加させ、児童・生徒の英語教育の充実強化を図るものでございます。

今回２名増員分の直接雇用以外の経費であります。ＡＬＴのマネジメント事業、

英語検定関連業務、交流事業関連業務などを予定しております。 
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 次に、同じページの最下段、（９）教育施設整備基金積立金につきましては、

令和５年度当初予算では積立てをしない予定でございます。令和４年度末の基

金残高は、約9,633万円になる見込みでございます。 

 同じページ…次のページ、164、165ページの中段よりも少し上、（12）感染

症総合対策事業、18、負担金補助及び交付金の給食費保護者負担特別軽減措置

補助金につきましては、子育て支援の一環として保護者の負担軽減を図るため、

給食費の10％を上限に学校給食食材の物価高騰分を補助するものでございます。

町立幼稚園、小・中学校、計753人分でございます。 

 同じページ、（13）コミュニティ・スクール事業につきましては、学校・保

護者・地域が一緒に協働しながら、子供たちの豊かな成長を支えていくための

仕組みでございます。現在、令和７年度からの導入に向けて準備を行っており、

令和５年度は導入推進委員会を開催するための経費などを計上させていただい

ております。なお、この事業につきましては、国・県から３分の２の補助を見

込み、歳入で予算計上をさせていただいております。 

 同じページ、中段より少し下の（14）部活動の地域移行に向けた事業につき

ましては、中学校部活動の地域移行を円滑に推進するため、地域移行推進協議

会を設置し、検討していくための経費でございます。２月26日に協議会設置の

ための準備会を開催し、現状把握や今後について情報交換を行ったところでご

ざいます。町スポーツ協会、スポーツ推進委員、総合型地域スポーツクラブ、

社会教育委員、中学校長などを委員として組織し、今後協議会を設置する予定

で鋭意進めております。 

 次のページ、166、167ページをお願いします。最上段、２、小学校費、１、

寄小学校費になります。（４）169ページ、次のページなんですが、プール管

理費を事務局費から寄小学校に組み換えたのが主な増額の要因となっておりま

す。松田小学校、中学校についても同様でございます。 

 戻りまして、167ページ、（１）学校管理運営に要する経費の主なものとし

ましては、次のページ、168、169ページをお願いします。中段から少し下の

（７）会計年度任用職員給与費では、学校用務員ほか報酬及び期末手当に関す
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る経費でございます。松田小学校、松田中学校、松田幼稚園についても、会計

年度任用職員の給与費を予算計上しております。 

 同じページ、12、中段です。委託料につきましては、学校管理運営上必要な

法律、条例に基づき実施する施設に対する経費で、消防設備保守点検委託など

を実施しております。この後のページでも各学校・幼稚園で同様に委託料を計

上しております。 

 次のページをお願いします。下段の２、教育振興管理経費でございます。講

師謝礼、各種研究会資料代等の経費でございます。また、各学校における就学

援助費につきましても、この教育振興管理経費で予算計上をしております。こ

の後のページでも各学校で同様に経費を計上しております。 

 次のページ、170、171ページをお願いします。上段の19、扶助費につきまし

ては、就学援助費になります。１名分でございます。 

 同じページの中段、給食に関する主な経費は、２番の会計年度任用職員の給

与費でございます。給食作業員５名分の賃金でございます。１日2.5人体制で

実施しております。来年度は給食回数を年間185日予定しております。 

 同じページの下段をお願いします。目２、松田小学校費になります。大幅に

減額となった要因といたしましては、松田小学校整備事業が完了したものでご

ざいます。 

 少し進みまして、174、175をお願いします。中段の（６）施設整備事業、14、

工事請負費、松田小学校太陽光発電設備整備工事につきましては、さらなる太

陽光発電設備を設置し、災害時の電源設備を強化するとともに、二酸化炭素削

減をするために計上させていただきました。普通教室棟の西棟の残りと東棟に

太陽光パネルを設置、また蓄電池を設置する予定でございます。歳入に約２分

の１を見込み、予算計上をさせていただきました。 

 同じページ、中段（７）会計年度任用職員給与費につきましては、特別支援

学級の児童の増のため、学校生活を支援する介助員の１日当たりの配置人数を

６人から７人の１人増として予算計上をしております。 

 また、同じページ、175ページの下段、19、扶助費のうち就学援助につきま
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しては、40名分でございます。 

 次のページ、176、177ページをお願いします。上段、３、給食管理に要する

経費の主な支出としましては、会計年度任用職員給与費でございます。調理員

の報酬でございます。１日５人体制で実施しております。また、給食回数を年

間189日で実施する予定でございます。 

 同じページ、177ページ、次の目、中段、目１、松田中学校費でございます。

予算減の要因といたしましては、昭和46年３月に建設、築51年です。された校

舎等の大規模改修の関係でございます。令和４年度補正予算に計上し、翌年度

に繰り越すため、実質は令和５年度に実施する事業になります。 

 少し進んで180ページ、181ページをお開きください。上段の（６）会計年度

任用職員給与費につきましては、特別支援学級の生徒の増のため、学校生活を

支援する介助員の１日当たりの配置人数を、２人から３人の１人増として予算

計上をしております。 

 同じページの中段、（１）教育振興管理経費につきましては、19、扶助費、

就学援助につきましては、34名分でございます。 

 次に、同じページの最下段、３、給食でございます。次のページ、182、183

ページをお願いします。上段の会計年度任用職員の給与費は、６名分でござい

ます。１日4.5人体制で実施をしております。また、給食回数を年間176日で計

画をしております。 

 同じページの次の目、項の04、幼稚園費、01、松田幼稚園費でございます。

令和５年度の在園園児数の見込みにつきましては、87人でございます。内訳と

しましては、３歳児21人、４歳児34人、５歳児32人、合計87人で、今年度比18

人の減でございます。来年度は年少１クラス、年中２クラス、年長２クラスの

計５クラスとなる見込みで進めてまいります。幼稚園の運営につきましては、

園長以下副園長、教諭、支援教諭、運転手、警備員でございます。当初予算で

は園長の報酬、校医報償、支援教諭の報酬が主なものでございます。 

 次のページ、184、185ページをお願いします。中段より少し下、（４）施設

整備事業、12、委託料、園舎改修設計委託料につきましては、平成２年度に園
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舎を建築後、築34年が経過し、老朽化がしておりますので、大規模改修工事を

実施し、園児の安全な生活環境の確保を図るものでございます。具体的には、

令和６年度に予定している園舎を改修するための設計委託でございます。 

 次に、184ページから185ページにかけての（１）給食管理経費の主な支出と

しましては、次のページ、186、187ページをお開きください。上から２行目の

給食栄養士・調理委託料でございます。栄養士と調理を民間委託により実施し

ております。給食回数を年間159日で計画しております。 

 次に、上段の目２、寄幼稚園費でございます。令和５年度の在園園児数の見

込みにつきましては、６人でございます。年少１人、年中２人、年長３人の１

クラスずつの編制を予定しております。 

 同じページの最下段、次の項、５番、社会教育費でございます。減の要因と

しましては、生涯学習センターの改修工事の減によるものでございます。今年

度はエレベーター改修工事などを実施させていただきましたが、新年度は工事

費が減となったためでございます。 

 次のページ、188、189ページをお願いします。目１、社会教育総務費でござ

います。予算増となった要因としましては、これまで政策推進課で計上してお

りましたグローバル人材育成支援委託料を教育課に所管替えしたものでござい

ます。 

 次のページ、190ページ、191ページをお願いします。中段より少し上、（５）

県西地域活性化プロジェクト推進事業、12、委託料、グローバル人材育成支援

委託料につきましては、新たな日常を見据えた国際交流事業を展開、推進する

ため、グローバルな観点での人材支援をする委託事業でございます。具体的に

は、外国人観光客等受入れ環境体制整備といたしまして、国際交流ボランティ

アの募集及び組織のマネジメントや通訳ガイドの養成及び環境整備、町英語版

ホームページの運用などでございます。 

 次に、同じページの中段よりも少し下になります。目の２、青少年教育費で

ございます。この３年間、コロナ禍により中止となった中学生交流洋上体験研

修、青少年交流キャンプ教室の予算につきましても予算計上をしております。



58 

 

また、下段、（２）青少年教育推進事業といたしまして、青少年問題協議会委

員、青少年指導員の報酬を計上しておりますのが主な事業でございます。 

 次のページ、192、193ページをお願いします。中段より少し上、次の目、３、

図書館費でございます。主なものは、（２）会計年度任用職員給与費、６名分

でございます。 

 同じページの下段、次の目、４、文化財費でございます。主なものといたし

ましては、文化財保護委員５名分の報酬であります。歴史講演会、民俗芸能伝

承教室を継続して実施いたします。 

 次のページ、194、195ページをお願いします。次の目、５、生涯学習センタ

ー管理費です。下段の14、工事請負費では、誘導灯設備改修工事を計上させて

いただいております。 

 また、同じページの最下段、（２）自主事業経費でございます。施設の利用

促進及び文化に対する意識高揚を図るため、２回分の自主事業を実施するため、

予算計上をしております。施設を利用する方、特に町民の皆様に喜んでいただ

けるよう、職員一同で取り組んでまいります。 

 次のページ、197ページをお願いします。中段から少し下、項、保健体育費、

目、保健体育総務費につきましては、増の要因としましては、スポーツ振興事

業講師謝礼、部活動地域モデル委託料によるものでございます。部活動地域移

行につきましては、先ほど歳入の説明のとおり、スポーツ振興くじ助成金Ｔｏ

Ｔｏから５分の４を見込んでおります。 

 中段の（３）スポーツツーリズム推進事業、こちらにつきましてはスポーツ

を観光資源とした地域活性化策として、スポーツツーリズムを推進するための

経費を予算計上しております。スポーツコミッションの組織の運営費をするた

めの経費でございます。委託料の内容といたしましては、人件費及び消耗品、

役務費などでございます。スポーツ庁の補助金10分の10を予定しております。

以上で説明を終わらせていただきます。 

参事兼政策推進課長  それでは、200ページ、201ページになります。款、公債費でございます。説

明欄のほうで説明をさせていただきます。元金につきましては、記載の金額の
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とおりでございます。137本の本数でございます。利子につきましては、一時

借入金の利子を含めて170本で計上をしているところでございます。 

 続きまして予備費でございます。予備費につきましては、記載のとおりの金

額で、昨年度対比300万円の減となっているところでございます。 

 続きましてですね、203ページに投資的事業の概要を掲載をしております。 

 204ページ、205ページにつきましては節別集計表、206ページから給与費明

細書、一般会計と全会計について、221ページまで掲載をしてございます。223

ページにつきましては、町道19号線町屋踏切の継続費の調書を添付させていた

だいております。そして224ページから226ページまでにつきましては、債務負

担行為によるもので、全59件を掲載してございます。 

 227ページにつきましては、地方債における調書を添付させていただき、228

ページから243ページまでにつきましては令和５年度の公債費の元利償還金の

内訳を計上をしております。 

 以降につきましては、特別会計、企業会計が添付されております。最終ペー

ジにですね、488ページに各会計歳入歳出予算の一覧表を添付させていただき

ましたので、よろしく御審議のほうをお願いいたします。以上です。 

議      長  細部説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手を

お願いいたします。 

６ 番 井  上  ページ６ページ、第２表、債務負担行為の中でですね、ちょっと細かい説明

がありませんでしたので、確認のためということもありましてお伺いをしたい

と思います。下からですね、３段目のところに物件損失補償に要する経費、小

田原市消防松田分署土地購入事業でありますが、基本的にですね、用地購入と

かそれに伴う物件損失補償をですね、この債務負担行為、令和５年度から７年

度という期間をまたぐ債務負担行為として計上された理由についてお伺いをし

ます。 

総  務  課  長  ただいまの井上議員の御質問にお答えします。取りあえず、すみません、物

件損失補償につきましては、建物の価格であったり、立木や工作物や動産の補

償などが対象となります。こちらのほうにつきましては、土地につきましては
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用地買収費のほうで計上しておりますが、用地買収費に伴いまして、その話の

進展状況等によりまして、建物等の補償は長引くことも想定しておりますので、

債務負担行為ということで、３年間かけて対応させていただくことで考えてお

ります。以上です。 

６ 番 井  上  もう一回あれしますけれども、用地買収費のほうは単年度ですよね。用地費

のほうは。何で物件損失補償は、基本的には用地買収をね、と一緒にですね、

執行するものだということで理解しているんですけれども、そこが何で３年間

の債務負担行為というものが必要なのか。そこが分からないんですよ。 

総  務  課  長  今、議員がおっしゃられるとおり、もちろん同時補償では同時補償で…同時

並行には同時並行なんですが、先にですね、どうしても土地のほうの所有権移

転等の移転登記等がありますので、それに伴いまして、それに伴いまして要は

建物なんかも単年度でもちろん、５年度で対応できるものであればしますが、

それが継続的に長引くことも想定されますので…（「何が長引く。」の声あり）

交渉です。建物のほうが。も考えられますので、一応債務負担行為でやらさせ

ていただいております。 

副   町   長  補足します。土地の購入の交渉、また物権補償、同時にこれは進めさせてい

ただきます。土地の購入というのはですね、一括でお支払いできるんですが、

物件補償になりますと、やはり完全に、例えば構築物の除去が完全にできたと

ころの確認というところもある、あっての最終的な支払いというような形も考

えられます。ですから、一遍にお支払いするのではなくてですね、やはりこれ

だけの金額になりますとですね、前払い金、また中間払いとか、最終的には全

部が除去できたときに最終的な支払いということも考えられますので、そうい

った工期のところもですね、加味した中でこのような債務負担というようなと

ころで計上させていただいております。以上です。 

６ 番 井  上  長くなりますので、ここで終わりますけれども。南口はですね、そんな債務

負担行為をね、南口のほうの用地買収に伴うですね、物件損失補償については

そういった債務負担行為をやってないと。基本的には、損失補償というのは相

手側がですね、当該土地の上にあるですね、立木とか建物、構築物、そういう
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ものをもう除去しましたよという現状を見てその用地代を支払うというのがね、

通常の用地買収及びそれに伴う物件損失補償なんですよ。であるからして、先

ほどの説明ではね、そんな複数年にわたって物件…用地補償もね、何区画かあ

るか分かりませんけれども、そういった場合に用地買収のほうも債務負担行為

を組んでられるのであればまだ理解できますが、損失補償だけね、用地買収は

単年度で損失補償だけですね。債務負担行為を設定するということはちょっと

理解できませんので、もう少しまた後の、別の機会でですね、説明のほうを用

意をしていただきたいと思います。 

議      長  よろしいですね。ほかにはございますか。 

１０番 齋  藤  教育に関してですけれども、先般も中学校に包丁を持った子でしたっけ、先

生と何か、交戦したような。最近はやたらと目立ちたいとか、そんな子供たち

も多くなったり、大人もいますけれども、この教育で当町は中学校なんかはも

う柵も何もないですよね。それで、ちなみに、いつだったっけな、私もちょっ

と用があって中学校に行って、裏口からストレスなく職員室に行けたんですよ。

めちゃくちゃ簡単に入れるんですけれども、この辺で中学校もこれから改修さ

れるとかいうことに関して、その辺の子供たちの安心・安全、父兄の方は心配

されてる部分なのかなと思うんですけど、そういった警備員を増やすとかだけ

じゃ対応できないのかなと思うんですけど、今後の考え方とか、その辺はどの

ようにお考えになっていますか。 

教  育  課  長  御意見のとおり、柵もなければフェンスとか、そういったものもないもので、

立地的にも難しいところがございます。意見のとおり、生徒の安全が第一でご

ざいますので、そういった課題を解消していくために、来年度に当たっては、

以降はそういったものも検討しながら、命を守るような、より命を守るような

ことで検討してまいりたいと思っております。 

１０番 齋  藤  町長の施策でもありますチルドレンファーストと、子供たちのために何かを

してあげなきゃいけないのかなと思います。検討していくというよりも、毎日

のようにいろんなそういったことが起きているのでね、それを見て、模倣犯な

り何なり出てくる可能性もありますし、早急な課題じゃないかなって私は感じ
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るんですけども。その辺はいかがですか。 

教  育  課  長  昨今の事件もございます。どんな方法がいいのか、検討と言いましたが、よ

りよい方法をですね、庁内または教職員とかの意見も聞きながら考えていきた

いと思っております。よりよい方法を考えていきたいと思っています。以上で

す。 

議      長  ちょっと最後のほうがよく聞こえなかったんですが。はっきり。 

教  育  課  長  よりよい方法を考えていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

議      長  ほかにございますか。 

１１番 寺  嶋  前者の方の関連１件あります。債務負担行為の小田原市消防松田分署土地購

入ということでありますが、これですね、一つお伺い、ここで２点ほどお伺い

したいんですけども。ここの有力な候補地ということで、敷地、条件だとか法

的規制、そういう条件があると思うんですけども、その辺のこととですね、現

在、対象エリアということで、大井と松田あたりの境目あたりをね、エリアに

していると思うんですけども、これはもう最初のですね、決まっ…その案件が

交渉する物件がね、もう大体今、検討中なのか。ね。あとは、もうこれからさ

らに今回補正でゼロに戻したんですけども、これから探すのか、その辺のこと

についてお伺いをいたします。まずそれですね。 

総  務  課  長  すみません。小田原市消防用地の候補地というお話だと思います。既にです

ね、10月のですね、小田原市消防の２市５町の首長が集まる事務調整会議のほ

うで、松田分署の候補地についてはもう決定しております。以上でございます。 

１１番 寺  嶋  それでね、今回は面積が1,500平方メートルということで、これ、決まって

るんですかね。ただね、最初に提示頂いたのは、用地買収費が１億5,000万円、

それから物件損失補償費が5,000万円でね、２億円なんですけども、今回は債

務負担行為が１億1,500万円ですよね。それから防災設備等の整備事業債が3,0

00万円ですよね。これ、出てないですか。用地買収費が8,000万円だと、今回

合わせると２億2,500万円にならないですか。ですからね、ちょっと、今回の

提示内容が違うみたいな気がするんですけども。その辺についてまず、再度お

伺いします。 
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総  務  課  長  すみません。今、議員の御質問にお答えします。金額、全体の金額というこ

とでよろしいですか。まず初めに６ページに物件損失補償で１億1,500万円、

こちらのほうを計上させていただきまして、それとですね、ページはですね、

すみません。152…ごめんなさい、ちょっと待ってください。150、151でござ

いますね。用地買収費で8,000万円、それから土地・建物調査委託料で500万円

で、合計で２億円はそのまま変わらないでございます。以上です。 

１１番 寺  嶋  ７ページ、地方債は、これは3,000万円ほどあるんじゃないですか。 

総  務  課  長  それはあくまで、第３表のほうはあくまでも財源でございます。 

１１番 寺  嶋  ただね、またの機会にですね、お伺いします。これは消防松田分署の件につ

いてはね。 

 あとですね、もう一つは土木費なんですけども、新松田駅は…147ページで

す。それで、今回はですね、積立金を入れると２億7,000万円ほどになるんで

すけども、その中でね、再開発組合の設立に向けての支援業務ということでね、

今回なる。そうしますと、５年度末までには、この組合が設立される方向性な

のかね。それに関しての課題ですね、１点。 

 あとは、駅前広場の基本設計というのが出ているんですけども、ただ、用地

の関係だとか小田急の用地、それから公共施設の関係でね、基本設計やっても

ですね、その後の警察交渉だとかそういう駅前広場の計画案というのがね、と、

地権者の方もいるわけですから、なかなかそう簡単にはですね、設計やっても

その後が進まないと思うんですが、その辺のことです。 

 あと、都市計画決定は、これは５年度末までにこれ目指すのかね、その辺に

ついてお伺いをいたします。 

参事兼まちづくり課長  大きく多分３つのことを御質問されたかと思います。まず一番最初にですね、

再開発事業の支援業務につきましては…の課題ということを一番最初におっし

ゃられてましたけども、支援業務、もともと再開発は組合施行でございますの

で、課題というのであれば、地権者の方が組合員となってくれて、事業を推進

していくか否かというところが一番の課題だと思っています。今年度中にはで

すね、組合…来年度、失礼しました。令和５年度中には組合の設立をしたいと
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いうことで考えております。 

 次にですね、広場の設計業務等についてでございます。広場につきましては、

現在１年目、４年度に基本設計をやっております。基本設計を２か年かけて実

施をしているところです。先ほど広場の地権者がいいか悪いか分からないとき

に、設計していて大丈夫かというお話なんですけども、本会議の初日にですね、

井上議員から一般質問を頂いているときにですね、お答えさせていただきまし

たとおり、再開発の事業は広場と集約施設を一体で行っていく予定ですので、

そこだけの地権者がいいとか悪いとかという話ではございませんので、その辺

は全体の中で動いていることです。それと、基本設計ができませんと警察協議

ができませんので、あと交通事業者とも協議ができませんので、今は基本設計

をしているところです。そういった資料をもとに警察協議を行ってまいります。 

 最後に都決です。今申しました基本設計をやって、やりながら、警察協議を

すると。警察協議を行いながら、県の都計課さんとも、県の都市計画課さんと

も連絡調整をしながら、最終的に５年度末の資料が全体がそろったときには６

年には都決を頂きたいというふうに考えています。以上です。 

１１番 寺  嶋  まずは、何ですか、組合設立の関係ではね、私はいろんな課題があるんです

けども。例えば地権者の方ね、が、どの程度協力していただけるのかあれです

けども、まだ協力に未定の方とか、それから組合設立加入してね、再開発ビル、

そういうのをね、床で、床を取得したいとか、あとは転出でどこか行くとか、

そういう方もいると思うんですけれども。ですから、権利変換計画というんで

すか、こういう案といいますか、そういうのもね、作るには、やっぱりデベロ

ッパー、大手会社がね、デベロッパーの方もほんと来ていただいて、この組合

さんに、組合ですか、それに参加してもらうような方向がないと、なかなかね、

組合員さんの方だって、もうこの先、資産の関係もね、あられると思うんで、

その辺の方向性がね、やっぱり見えてないんですよね。その辺はどのようにな

るのでしょうか。まずその辺、お伺いします。 

参事兼まちづくり課長  それでは、御質問にお答えします。まずですね、組合員さんに協力をしても

らう。大変申し訳ないんですけども、協力をするというところが、そもそも組
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合施行なので、組合員さんと私たちが手を握って一緒にやっていきましょうよ

という話で、町に協力しろという話ではないんですね。再開発事業そのものが。

そこをまずですね、何度か勉強会させていただいている中で、まずそこを御理

解頂きたいというのが１点目です。組合施行でございます。 

 その次に、デベロッパーの関係です。今年度、４年度ずっと検討会をもう５

回ほどやらさせていただいています。その中では、組合の仕組みであるとか権

利変換の仕組みであるとか、そういうことを全て御説明させていただいて、お

おむね８割程度の方が再開発の仕組み、仕組みは理解していただけると思って

います。アンケートを直接とらせていただいています。個別に。そして、その

中での御提案の中で、今後これ以上ステップアップしていくためには、先ほど

おっしゃられたとおり、デベロッパーさんの意向を酌んで、どのくらいの床が

できるのか、どの場所に造っていくのか、どんな施設を造っていけるのか。そ

ういったことをデベロッパーさんを呼んでくるためにも、準備組合の設立が必

須となります。準備組合ができてないところにデベロッパーさんは来てもらえ

ないです。これはもう、再開発をずっとやっているコンサルも入れています。

いろんな会社を入れています。直接デベロッパーになるような会社にもお願い

していますけども、やはり地権者の方の強い意志がなければ、デベロッパーと

しては計画を立てて現場に入ってくることはできないというふうに言われてい

ますので、今後準備組合の設立後にはデベロッパーさんがその準備組合に、最

終的に組合には参加組合員という形で入っていただきますし、またそれを造る

ゼネコンさんですね、工事をやるゼネコンさんには事業協力者として組合にも

入っていただきます。そういったスケジュールで今後進んでいきたいと思って

おります。以上です。 

１１番 寺  嶋  質問はこれで終わります。 

議      長  ほかにございますか。 

８ 番 中  野  後日、特別委員会が予定されておりますので、その点、その場面で詳細の質

問等が同僚議員からあろうかと思います。私のほうからは３点ほどお聞かせい

ただきたいと思います。 
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 まず、私、皆さん御承知のとおり、今、監査委員を仰せつかっております。

そういった立場からお聞きいたしますが。先頃の９月の定例議会において、言

うなれば決算議会において、代表監査より指摘事項として、審査による指摘事

項として３点ほど指摘をされた事項がございます。その３点の中の２点につい

てお聞かせを頂きたいと思います。 

 まず１点目、財政調整基金が充実し、その他の特定目的基金にも計画的に積

み立てられており、大規模な事業を展開できる資金状況にあるため、将来を見

据えた画期的な行政施策を検討されたいということです。先ほどの補正予算の

中で説明がございました。この今年度末の財調は約15億になろうとしておりま

す。財調が、多額の財調があるということは、大変結構なことでございますが、

ただためるだけではなく、そういったものをいかに有効活用して町民の幸福を

望んでいくかというところにあろうかと思います。そういった点において、こ

の令和５年度の予算編成に当たり、どのように考慮された部分があるのか、ま

ず１点お聞かせ頂きたいと思います。 

町      長  御質問ありがとうございます。この件については私のほうから回答させてい

ただきます。令和、本当は令和５年度から第６次総合計画が進むに当たって、

様々な意見を聞いて令和５年から進めていくわけなんですけれども、先ほど言

っていただいたような御指摘を頂いた後にですね、ある程度画期的なというよ

うなことの考えつつあります。 

ここでちょっと、きちっとやっぱり話しておかなきゃいけないので、まず１

点目で、１点目というか、大事なところは、財政調整基金が潤沢にあるという

意識は正直、ごめんなさい、持ってません。その理由はですね、将来を見据え

れば見据えるほど、これから財政需要が結構普通にあるなと。公共施設につい

ても、積み立てれるときに積み立てているだけであって、積み立てられないと

きも当然出てくるんじゃなかろうかというふうに、ちょっと心配している部分

が一部は正直あります。例えば、これからやっていかなきゃいけない、先ほど

からお話あるのは、駅を一つちょっととってみて話をしますとですね、大体、

当初の一つの構想段階で全体の事業費が49億という町の負担分としてですね、
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あった分が、これから物価高騰で、例えば単純に１割増えただけで５億。その

うち、当然補助金もあったりはするんで、その分、何ですかね、５億丸々増え

るわけではないとは思っています。あとは、広域のごみ処理施設もありますし、

足柄の松田分署の話があった後は、当然ですけど、南足柄市にある今、本署の

ほうの話も当然出てきます。そういった広域の分とかも当然出てきますし、ま

だまだ普通にお金がかかるところもあるなと。今そういった精査をしていると

ころでもございます。ですので、そういった点でいくと、そんなに潤沢である

ようで、実はないんじゃなかろうかという心配をしています。 

ただし、監査のほうからもそういった御指摘を頂きましたので、ちょっと１

年、何となく遅くなっているようなところもありますけども、今後松田山の活

性化の協議会、また買い物対策に対する活性化の協議会、あとは寄地域の活性

化に向けた協議会、そのようなことで、これからいろんな提案だとかお話を頂

きながら、やらなくてはいけない事業もまだ財政事情的に出てくるんじゃなか

ろうかというふうなことも考えていますので、その辺りをちょっと足元を固め

た中で、今、御提案頂いたようなことが松田町として今後の本当に将来を見据

えた中でできるのであれば、そういうような格好でチャレンジしていきたいと

いうふうに考えて、令和５年は過ごしていきたいというふうに考えています。

以上です。 

８ 番 中  野  分かりました。確かに先日提出されました財政推計見ましても、今後、だん

だんだんだんと厳しくなっていく財政だということは理解しております。しか

しながら、監査委員の立場とすれば、やはり潤沢に、今は潤沢にあるものを、

いかに、全部使ってしまえということではございません。そういったことを見

据えながら、有効利用、活用をしていっていただきたいと。ただいま松田山の

活性化とか買い物弱者と、対策と、そういったことを考えておられるというこ

とで、よろしくお願いをいたします。 

 次に、第２点目でございます。全国的に少子高齢化というのは、これは波は

止めようにも止まりません。そんな中でですね、我が町でも子育て施策に力を

入れている行政として、率先して男性職員の育児休暇の取得率を向上させる取
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組が必要であるため、職員の意識改革の促進や職員数の増加など、育児休暇を

取得しやすい環境を構築をされたいということでございますが、少子高齢化の

主な要因といいますと、皆さん御存じのとおり、子育てには非常に労力が、ま

た経済的にもかかるということで、今、若いお母さんたちの一番の難題だとい

うことでございます。そして、ほとんどの若い世代が共稼ぎということになり

ますと、子育ての負担が全てお母さんに偏ってしまっていると。そんな中、こ

こで国ではそういったことを排除するためにも、やはり男性の育休、男性にも

育休をしてもらおうということで、こういった政策がとられておるわけでござ

いますが、いざ男子が、男性職員が育休を取ろうということになりますと、周

りのどうしても目線、視線が気になって、取りづらい環境にあると、まだまだ。

そんな中ですね、その率先してまず松田町の職場からそうなってほしいなとい

うことで、こういった指摘をされたことだろうと思っておりますし、私もそう

思っておるものでございます。 

 そのことについて、やはりこの今回の令和５年についてはどのようにお考え

をしておられるのかということをお聞きいたします。 

町      長  この件につきましてはですね、本当におっしゃるとおりだというふうに、提

言書をもらったときに感じたところでございます。夫婦生活の中で、家庭の中

でのバランスというのは、個々多様性があると思うので、細かいことには入り

込めないところがある。逆に、休めばというのもおかしい話ですし、ですので、

そういった面で言うと、この休みやすいというか、育休を取りやすい環境を当

然、職場の中からつくっていくということが非常に大切なことだというふうに

思っています。ですので、過去には今のところ、私の記憶だと１人の職員さん

が育休を、ちょっと短い間でしたけどね、取られたということもあります。恐

らく今回、以前の提言のおかげかも分かりませんけど、４月１日からは１人の

男性が、職員が１年間、有給を取るというふうに申請も上がっているような状

況でもあります。ですので、そういったものがずっと続いて続いていってです

ね、その職員も子育てというものを実感して、お母さん任せというようなこと

といいましょうかね。じゃなくて、それが経験した後に、また職員として戻っ
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てきてくれると、また幅も広がるんじゃなかろうかというふうに期待もしてい

るところでもあります。ですので、今後もそのような環境づくりにはしっかり

と目を配ってやっていきたいというふうに考えております。以上です。 

８ 番 中  野  早速１年間の育休ということで、非常に驚きましたし、またありがたいこと

だなと。よろしいことではなかろうかなと。その１人に続いて、次の人も、ま

たその次の人もという形で、続いていってくれれば、この松田町役場の職場も

潤っていくんじゃなかろうかと思います。 

 また、それに伴って、それにはですね、やはり職員数の増加ということも考

えていかなければならないかと思っておるところでございます。その辺もしっ

かりとやっていっていただきたいと思います。 

 ３点目になりますが、これは別に指摘事項ではございません。ただいま世界

的状況変化の中、我が日本国においても全国的に光熱費の増加が著しい増加が

ということで、これは歯止めがきかないような状況下にあるわけでございます。

そんな中ですね、先日もマスコミ等で言われていました。日本国のある自治体、

数ある自治体の中で、率先して自治体自体の言うなれば公的な施設について、

節約等の対策を練っていこうということが報じられておったわけでございます。

例えば、生涯学習センター、今、９時から９時までやっているんですか、それ

を９時から５時までにして、光熱費を下げようとか、公の施設のあらゆるとこ

ろでそういった対策が練れる部分があるんではなかろうかと私も思うわけでご

ざいます。 

 先日の全協の中で、町長の言葉を思い出しますと、今後、令和５年度の１年

間に、多分電気料が令和４年より3,000万円増加するんではなかろうかという

言葉、たしか言われました。そのとき、え、3,000万円もという思いがあった

わけですが、これは世界的な波の中で、致し方ないのかなと。そういった中で

すね、その3,000万円をいかに効率よく節約していくかという対策も練ってい

かなければならないんではなかろうかと思っておるところでございます。この

公的な施設等がそういった節約術をとっていけば、町民の皆様方の中にもそう

いった節約というものが広まっていき、またそういったことに対しての納得と
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いうことが広まっていくんではなかろうかと思います。そういったお考えをお

持ちなのかどうなのか、お聞かせ頂きたいと思います。 

町      長  この件につきましてはですね、本当に今年も年度途中から各公共施設につい

ては今まで以上に節約をするようにということで、今、鋭意努力をしていると

ころでもあります。だた、そこで大切なのは、利用者の理解を得るということ

は非常に大切だというふうに考えています。町民サービスの低下を招かないた

めにも、もしもそのような格好で、例えば１割程度の減なのか２割程度なのか

といったときには、このような格好で時間短縮もしくは効率のいいような使い

方をするに当たって、御理解頂けるかどうかというのをいろいろお話を聞きな

がら進めていくことになろうかと思います。向かう方向性は一緒なんですけど、

あとはやり方はその都度町民の方々にお話しを、利用者とかの方々にお話を頂

きながら進めていけることは進めていきたいというふうに考えています。以上

です。 

８ 番 中  野  この４月から、この東電の電気料がまた大幅にアップするということを言わ

れております。町長、考えておりますよということではございますが、これは

４月からはもう待ったなしでアップしていくわけでございますので、町民の理

解を得ながらという悠長なことではなく、率先して、先んじてどんどんどんど

んやっていっていただきたいなと、そんなふうに思っているところでございま

すので、これは要望としてお願いをしておきます。以上、終わります。 

議      長  ほかにございますか。 

４ 番 平  野  １点だけ、すみません。先ほどデジタル田園都市国家構想交付金のところで、

さらりと地方創生推進交付金から名前が変わったというような解説があったん

ですけれども、この松田町、割合と地方創生の交付金、すごく積極的にトライ

をされていた記憶があるんですけれども、これまでと名前だけが変わったとい

うことはないんじゃないかなと思うんですけども、何か条件とか、こういうも

のに出していくんだというような、何か国の方針とか、そういうものが変わっ

ているんでしょうか。また、それに対して、町の対応というのはどんなふうに

していかれるんでしょうか。今回、デマンドバスのほうがメインだという先ほ
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どの説明だったんですが、今回の予算の中にはほかにも入っているということ

でしょうか。 

参事兼政策推進課長  そうですね、予算書のほうは23ページになります。先ほどですね、国のほう

が今までの地方創生推進交付金を巻き込んで、新たに大きな枠としてデジタル

田園都市国家構想交付金ということでございます。中身については、この地方

創生推進交付金は３年目を迎えています。その３年計画を出しているので、そ

のままの計画のもとに進む事業で、今までの事業、全て入っています。その中

で、新たにＡＩデマンド交通を追加をし、協議をしたところ、採択の案をもら

っているというところなので、名称…名称が国のほうがですね、それを取り込

んだということで、今回進めていくということで、確かに地方創生推進交付金

というのはなくなったので、デジタルに特化したものではないかというような

思われがちなんですけども、その中に地方創生推進枠というものが含まれたと

いうことで御理解願いたいと思います。以上です。 

議      長  よろしいですか。ほかにございますか。 

 この辺で質疑を打ち切りたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声多数 ） 

 お諮りいたします。ただいま議題となっています本案につきましては、一般

会計予算審査特別委員会を設置し、そこに付託の上、審査することにしたいと

思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声多数 ） 

 異議なしと認めます。よって、本案は一般会計予算審査特別委員会を設置し、

そこに付託の上、審査することに決定しました。 

 ここで暫時休憩しますので、休憩中に委員の選出、正・副委員長の選任をお

願いいたします。決定しましたら議長まで報告願います。 

 暫時休憩します。                    （13時59分） 

議      長  休憩を解いて再開いたします。              （14時20分） 

 休憩中に一般会計予算審査特別委員会の委員が決定しましたので読み上げま

す。委員は、古谷君、内田君、平野君、田代君、井上君、南雲君の６名です。
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委員長には田代君、副委員長には平野君が決定しました。審査をよろしくお願

いします。なお、議長もオブザーバーとして参加させていただきますので、よ

ろしくお願いします。 

 以上で本日の会議はこれをもって延会といたします。本日はお疲れさまでし

た。                           （14時22分） 


